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は
じ
め
に

　

幼
君
尚
成
の
夭
折
を
受
け
、
宜
野
湾
王
子
朝
祥
の
嗣
子
と
な
っ
て
い
た
叔
父
尚
灝

が
即
位
し
た
こ
と
で

（
１
）

、第
二
尚
氏
王
統
は
断
絶
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、

中
国
王
朝
的
な
観
念
を
意
識
し
た
宗
廟
祭
祀
で
は
、
兄
弟
間
の
継
承
や
叔
父
が
甥
の

後
に
即
位
す
る
〝
異
例
〟
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ

た
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
適
切
な
法
式
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。こ
れ
は
、

尚
灝
王
の
世
子
尚
育
王
の
頃
か
ら
懸
念
と
な
っ
て
お
り
、
琉
球
側
で
は
廟
制
を
め
ぐ

る
殷
周
の
故
事
か
ら
清
朝
の
学
説
に
及
ぶ
中
国
の
諸
典
籍
を
博
捜
し
、
決
定
に
必
要

な
論
拠
を
検
出
し
て
い
た
。
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
・
尚
家
文
書
（
那
覇
市
歴
史

博
物
館
所
蔵
）
に
遺
さ
れ
て
い
る
「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」「
廟
制
求
教
」

が
そ
れ
で
あ
る

（
２
）

。「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
尚
家
文
書
第
二
四
号
）
は
尚
泰

即
位
後
の
道
光
二
八
年（
一
八
四
八
）に
発
議
さ
れ
翌
年
末
に
当
面
の
方
針
が
定
ま
っ

た
僉
議
に
関
す
る
も
の
で
、
尚
育
王
が
派
遣
し
た
首
里
系
の
官

か
ん
し
ょ
う

生
東
国
興
（
津
波
古

政
正
）
の
着
想
が
廟
議
の
骨
子
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
久
米
村
の
学
識
者
か
ら

異
論
が
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
決
定
は
後
の
僉
議
に
先
送
り
し
、
そ
の
間
、
当
山

里
之
子
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
が
北
京
で
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
３
）

。
復
命
し
た
当

山
が
将
来
し
た
「
廟
制
求
教
」
は
東
国
興
の
構
想
に
適
う
内
容
で
あ
り
、
そ
の
方
向

性
で
廟
議
が
進
行
し
原
理
原
則
が
確
定
し
た

（
４
）

。
本
稿
で
は
、
琉
球
大
学
附
属

図
書
館
所
蔵
の
影
印
本
に
よ
り
、「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」
の
漢
籍

抜
粋
部
分
に
つ
い
て
典
拠
を
逐
次
確
認
し
、
僉
議
に
お
け
る
主
張
を
ど
の
よ

う
に
支
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
論
理
を
探
る
。

　

本
資
料
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
冊
子
体
の
本
資
料
の
僉
議
署

名
人
の
所
見
は
和
文
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
に
「
御
用
済
次
第
召
上
之

事
」「
評
定
所
」
と
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
印
判
も
な
い
の
で
、
原
本
で
は
な

く
参
照
用
に
作
成
さ
れ
た
写
し
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
一
〇
通
に
分
か
れ

て
お
り
、本
稿
で
は〔
一
―
一
〇
〕～〔
一
〇
―
一
〇
〕と
し
て
表
す
。
そ
し
て
、

漢
籍
抜
粋
の「
別
紙
」は【
一
―
七
】～【
七
―
七
】と
し
て
区
別
す
る
。
な
お
、

〔
一
〇
―
一
〇
〕の「
今
般
」は
咸
豊
八
年
戊
午
（
一
八
五
八
）
二
月
―
つ
ま
り

摂
政
・
三
司
官
が
最
終
的
な
方
針
を
認
証
し
た「
覚
」が
国
王
側
に
受
理
さ
れ

た
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
普
天
間
親
雲
上
と
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
（
東
国

興
）
の
円
印
が
あ
る
。
本
資
料
冒
頭
に
は
、
東
国
興
（
当
時
は
安
仁
屋
里
之

子
親
雲
上
）
が
北
京
で
著
名
な
学
者
か
ら
教
示
さ
れ
た
事
柄
が
漢
文
体
で
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も「
今
般
」と
同
じ
く
総
括
の
た
め
に
事
後
追
加
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
、
咸
豊
四
年
の
僉
議
と
も
関
連
す
る【
一
―
七
】か
ら【
七
―
七
】

尚
家
文
書
「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」
の
典
拠
に
つ
い
て
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ま
で
の
部
分
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
抜
粋
さ
れ
た
漢
文
に
断
句
・
圏
点
は

見
ら
れ
な
い
が
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
部
分
ご
と
抜
粋
文
に
通
し
番
号
を
つ
け
、
読
み
下
し
文
を
掲
載
す
る
。

文
中
の
〈　

〉
は
省
略
さ
れ
た
原
典
の
一
部
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
康
熙
帝

と
道
光
帝
の
諱
「
玄
」「
寧
」
の
代
替
字
は
正
字
に
戻
し
た
。
校
合
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、

別
の
機
会
に
示
し
た
い
。

第
一
章
　
久
米
村
再
学
の
論
理

　

首
里
王
府
の
諮
問
に
対
し
、
再
学
に
任
じ
ら
れ
た
屋
宜
親
雲
上
・
村
山
里
之
子
親

雲
上
・
長
田
里
之
子
親
雲
上
・
阿
波
根
里
之
子
親
雲
上
ら
四
名
は
、
道
光
二
八
年
戊

申
二
月
に
「
覚
」〔
一
―
一
〇
〕
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
所
見
は
一
度
廃
し
た
神

主
の
祭
祀
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
書
上
の
根
拠
が
見
出
せ
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
・
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
の
廟
議
に
お
け
る
「
已
祧
之

主
不
得
復
入
太
廟
」「
廟
室
有
定
数
、
而
無
後
之
主
、
当
置
別
廟
」（『
旧
唐
書
』
巻

二
五
）
と
い
う
主
張
に
近
く
、
再
学
が
抜
粋
し
て
い
る
『
文
献
通
考
』
巻
九
三
に
も

引
用
さ
れ
て
い
る
。【
一
―
七
】
を
見
る
と
、
再
学
四
名
は
、
東
晋
や
唐
朝
の
史
実

は
知
り
つ
つ
も
、
当
時
の
処
置
が
経
書
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認

識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
儒
教
的
原
理
に
違
わ
な
い
の
な
ら
、
代
数
を
基
準
と

し
た
祭
祀
を
行
っ
て
も
何
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈

に
そ
の
ま
ま
従
う
と
、
子
孫
の
な
い
尚
成
王
は
宗
廟
祭
祀
の
対
象
外
と
さ
れ
か
ね
な

い
。
し
か
も
、
尚
温
王
（
位
一
七
九
五
～
一
八
〇
二
年
）
の
妃
で
尚
成
王
の
母
で
あ

る
聞
得
大
君
が
示
し
た
、
尚
温
王
の
父
尚
哲
と
祖
父
尚
穆
王
の
祭
祀
を
存
続
さ
せ
た

い
と
い
う
第
一
の
要
望
を
退
け
る
結
果
と
な
る
の
で
、
王
家
・
王
府
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
寝
廟
に
て
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
も
祀
り
た

い
と
い
う
聞
得
大
君
の
第
二
の
要
望
に
関
し
て
〔
四
―
一
〇
〕、
安
仁
屋
之
子
親
雲

上
（
東
国
興
）
は
〝
原
廟
〟
の
疑
義
を
懸
念
す
る
【
四
―
七
】。
寝
廟
と
は
、
尚
泰

王
の
祖
父
の
祖
父
（
高
祖
父
）
で
聞
得
大
君
の
義
理
の
祖
父
（
夫
祖
）
に
あ
た
る
尚

穆
王
が
一
七
五
三
年
に
首
里
城
内
に
建
立
し
た
祭
祀
施
設
で
あ
り

（
５
）

、
そ
れ
が
神
主
を

祀
る
場
所
は
一
つ
だ
け
と
い
う
観
念
か
ら
す
る
と
礼
の
逸
脱
を
意
味
す
る
〝
原
廟
〟

の
類
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
正
当
性
が
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
寝
廟
の
否
定
も
ま
た
聞

得
大
君
に
と
っ
て
断
じ
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
王
朝
末
期
の
廟
議
で
は
多
く
の
漢
籍
が
参
照
さ
れ
た
が
、
最
も
重
視
さ
れ
た

の
は
馬
端
臨
の
『
文
献
通
考
』
と
秦
蕙
田
の
『
五
礼
通
考
』
で
あ
る
。
前
者
は
政
務

に
関
す
る
歴
代
の
上
奏
や
詔
勅
を
編
纂
し
た
政
書
類
で
あ
り
史
部
に
分
類
さ
れ

（
６
）

、
礼

制
に
特
化
し
た
後
者
は
『
四
庫
全
書
』
に
経
部
・
礼
類
・
通
礼
之
属
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る

（
７
）

。
経
書
や
正
史
類
か
ら
の
記
事
内
容
も
こ
の
二
書
か
ら
知
り
得
た
も

の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。『
文
献
通
考
』
は
、
咸
豊
九
年
崇
仁
謝
氏
仿
武
英
殿
本
刊

一
二
〇
冊
が
島
津
久
光
旧
蔵
の
玉
里
文
庫
に
遺
る

（
８
）

。
崇
仁
は
閩
江
上
流
の
建
寧
府
崇

仁
県
（
福
建
省
武
夷
山
市
）
で
あ
り
、
当
地
の
謝
氏
が
紫
禁
城
内
の
武
英
殿
で
刊
行

さ
れ
た
版
本
を
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
入
手
経
路
と
し
て
長
崎
に
加
え
て
琉

球
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
廟
議
は
道
光
二
八
年
か
ら
咸
豊
八
年
に
か
け
て
の
こ

と
な
の
で
、
こ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
版
本
で
あ
る
。
日
本
に
は
元
本
・
明
本
も

存
在
す
る
が
、
琉
球
人
が
参
照
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
乾
隆
一
二
年
（
一
七
四
七
）

の
武
英
殿
校
本
を
底
本
と
し
た
補
修
本
と
み
ら
れ
る
。

【
一
―
七
】

①
文
献
通
考

厳
陵
が
方
氏
曰
く
「
既
に
寝
と
曰
い
、
又
廟
と
曰
う
は
何
ぞ
や
。
蓋
し
王
者
の

祖
・
禰
に
於
け
る
や
、
人
道
を
以
て
之
に
事
う
れ
ば
則
ち
寝
有
り
、
神
道
を
以

て
之
に
事
う
れ
ば
則
ち
廟
有
り
。
天
子
は
七
廟
、
而
う
し
て
周
官
の
隷
僕
は
止

だ
五
寝
を
掌
る
者
な
れ
ば

（
一
）

、
二
祧
将
に
毀こ

ぼ

た
ん
と
す
る
を
以
て
、
先
に
其
の
寝

を
除
き
、事
に
漸
有
る
故
な
り
。
祭
は
神
道
な
り
、薦
は
人
道
な
り
」
と
。（『
文
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献
通
考
』
巻
九
六
）

　

（ 

一
）
十
三
経
注
疏
『
周
礼
注
疏
』
巻
三
一
、
夏
官
・
隷
僕
「
隷
僕
掌
五
寝

之
掃
除
糞
洒
之
事
」。

②
礼
記
祭
法

天
下
ニ
王
有
リ
、
地
ヲ
分
チ
国
ヲ
建
テ
、
都
ヲ
置
キ
邑
ヲ
立
テ
、
廟
・
祧
・
壇
・

墠
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
祭
リ
、
乃
チ
親
疏
多
少
ノ
数す

う

ヲ
為
ス
。（『
礼
記
』
祭
法
）

方
氏
曰
く
「
地
を
分
ち
国
を
建
て
、
都
を
置
き
邑
を
立
つ
る
は
、
以
て
賢
を
尊

ぶ
所
な
り
。
廟
・
祧
・
壇
・
墠
を
設
け
て
之
を
祭
る
は
、
以
て
親
を
親
し
む
所

な
り
、
親
を
親
し
み
、〈
以
て
〉
殺さ

い

を
無
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
親
疎
の
数
を
為

し
、
賢
を
尊
ぶ
に
以
て
等
を
無な

み

す
べ
か
ら
ず
、
故
に
多
少
の
数
を
為
す
、〈
昭

有
り
穆
有
り
祖
有
り
考
あ
り
親
疎
の
数す

う

な
り
〉。
七
を
以
て
し
五
を
以
て
し
三

を
以
て
し
二
を
以
て
す
る
は
、多
少
の
数
な
り
。（
清
・
斉
召
南
等
『
礼
記
述
註
』

巻
二
〇
）

③
通
鑑
綱
目

太
廟
を
制
増
し
九
室
と
為
し
、中
宗
を
遷
し
大
廟
に
還
ら
し
む
。
范
氏
曰
く「
天

子
七
廟
、
而
ち
祖
功
宗
徳
あ
れ
ば
、
其
の
廟
毀
た
ず
、
則
ち
世
数
無
く
、
古
よ

り
以
来
、
未
だ
之
を
ば
改
む
る
こ
と
有
ら
ず
。
明
皇
始
め
て
九
廟
を
為
し
、
其

の
制
を
過
ぐ
。
夫
れ
礼
は
多
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
寡
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な

り
、
三
代
の
礼
の
以
て
後
世
の
法
と
為
る
所
の
者
な
り
。
唐
制
何
ぞ
取
る
所
あ

ら
ん
や
」
と
。（
朱
熹
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
巻
四
三
、
壬
戌
、
唐
・
玄
宗
・
開

元
一
〇
年
）

④
文
献
通
考

夫
れ
宗
廟
の
礼
、
厳

お
ご
そ

か
を
貴
ぶ
、
而
う
し
て
其
の
褻け

が

る
を
欲
さ
ず
。
人
主
が
宗

廟
に
事つ

か

う
る
の
心
、
其
の
専
ら
を
欲
し
、
其
の
分
つ
を
欲
さ
ず
。（『
文
献
通
考
』

巻
九
二
、
楊
復
の
言
）

⑤
同
上

祭
（
一
）

は
数
う
る
を
欲
さ
ず
、
数
え
れ
ば
則
ち
瀆み

だ

る
、
瀆
る
れ
ば
則
ち
不
敬
な
り
、

宜
し
く
古
礼
に
復
す
べ
し
、
四
時
は
廟
に
於
て
祭
り
、
諸
寝
園
は
日
月
間
に
祀

り
皆
な
復
修
す
る
こ
と
勿
れ
、
上
亦
た
改
め
ざ
る
な
り
。（『
文
献
通
考
』
巻

九
二
、『
漢
書
』
巻
七
三
・
韋
玄
成
伝
）

（
一
）
尚
家
文
書
第
二
四
号
原
文
「
祭
祀
」。『
礼
記
』
祭
法
と
『
漢
書
』『
文

献
通
考
』
に
「
祀
」
無
し
。

⑥
欽
定
礼
記

馬
氏
晞
孟
曰
く
「
祖
は
功
を
以
て
建
つ
。
故
に
毀
つ
べ
き
の
礼
無
く
、
百
世
遷

ら
ず
。
昭
穆
は
親
を
以
て
崇
ぶ
、
故
に
毀
つ
べ
き
の
礼
有
り
、
親
尽
く
れ
ば
則

ち
祧う

つ
す
」
と
。（『
欽
定
礼
記
義
疏
』
巻
一
七
）

凡
そ
小
宗
は
五
世
を
以
て
法
と
為
す
、
親
尽
く
れ
ば
則
ち
族
散
る
。
若
し
高
祖

の
子
尚
お
存
し
其
の
父
を
祭
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
宗
子
た
る
者
は
是
六
世
七
世

た
り
と
雖
も
亦
た
須
か
ら
く
計
会
す
べ
し
。
今
日
の
宗
子
然
る
後
に
其
の
父
を

祭
る
は
、宗
子
に
君
道
有
れ
ば
な
り
。（『
性
理
大
全
書
』巻
六
七
治
道
二
・
宗
法
）

⑦
文
献
通
考

按
ず
る
に
、
天
子
よ
り
以
て
士
に
至
り
、
五
服
の
制
は
則
ち
同
じ
く
す
、
而
れ

ど
も
祭
祀
は
止
だ
其
の
廟
を
立
つ
る
の
親
に
及
べ
ば
、
則
ち
大
夫
は
其
の
高
・

曾
を
祭
ら
ず
、
士
は
其
の
祖
を
祭
ら
ず
ん
ば
、
人
情
に
非
ざ
る
な
り
。
程
子
以お

為も

え
ら
く
、
服
有
る
者
は
皆
な
祭
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と

（
一
）

。
其
の
説
当
な
り
。
愚

又
た
嘗
て
之
を
礼
経
に
攷
え
、
参
す
る
に
諸
儒
注
疏
の
説
を
以
て
し
、
然
る
後

に
古
今
宜
し
き
を
異
に
す
る
を
知
れ
り
。
礼
は
人
情
に
縁
り
、
固
よ
り
当
に
時

に
随
い
之
が
損
益
を
為
す
べ
く
、
一
説
に
膠

に
か
わ

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。（『
文
献
通

考
』
巻
一
〇
五
）

（ 

一
）
南
宋
・
黄
震
『
黄
氏
日
抄
』
巻
三
四
「
程
氏
謂
高
祖
有
服
不
可
不
得
祭
、

雖
七
廟
五
廟
亦
止
於
高
祖
、雖
三
廟
一
廟
亦
必
及
於
高
祖
、但
疎
数
不
同
耳
」。

－ 3 －
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現
存
の
程
頤
の
著
述
に
な
い
言
説
。

⑧
文
献
通
考

夫
れ
礼
に
降
す
所
有
り
、情
に
殺そ

ぐ
所
有
り
。
是
が
故
に
廟
を
去
り
祧
と
為
し
、

祧
を
去
り
壇
と
為
し
、
壇
を
去
り
墠
と
為
し
、
墠
を
去
り
鬼
と
為
し
、
漸す

す

み
而

ち
之ゆ

き
愈

い
よ
い
よ

遠
く
其
の
祭
益ま

す
ま
す

稀
な
り
。

（
一
）（『

文
献
通
考
』
巻
一
〇
一
）

（ 

一
）
唐
・
徳
宗
一
九
（
八
〇
三
）
年
に
お
け
る
韓
愈
の
上
奏
の
一
節
。『
韓

昌
黎
文
集
』
巻
二
「
禘
祫
議
」
参
照
。

⑨
礼
記
曲
礼

凡
ソ
祭
ハ
其
ノ
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
有
レ
バ
、
敢
テ
挙
グ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
其
ノ
之

ヲ
挙
グ
ル
コ
ト
有
レ
バ
、
敢
テ
廃
ス
ル
コ
ト
莫
シ
。（『
礼
記
』
曲
礼
下
）

　

以
上
、
久
米
村
系
知
識
人
の
所
説
の
典
拠
九
箇
所
を
見
て
、
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
の

が
、『
資
治
通
鑑
綱
目
』『
文
献
通
考
』
や
明
清
編
纂
の
典
籍
か
ら
抜
粋
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
七
廟
を
九
廟
に
し
た
唐
制
を
批
判
す
る
范
氏
（
范
鎮
）、
方ほ

う

愨か
く

（
あ
ざ
な

性
夫
）、
馬
晞
孟
（
あ
ざ
な
彦
醇
、
主
著
『
礼
記
解
』
七
〇
巻
）、
馬
端
臨
が
是
と
す

る
程
頤
（
伊
川
先
生
）
な
ど
、
北
宋
学
者
の
主
張
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
馬
晞
孟
・
方
愨
の
学
問
は
王
安
石
寄
り
と
さ
れ
る
が

（
９
）

、朱
熹
は
方
愨
の
『
礼

記
解
』
二
〇
巻
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う

）
10
（

。
そ
こ
に
通
底
す
る
の
は
、
世
数
が

古
く
な
る
に
つ
れ
自
ず
か
ら
疎
遠
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
必
然
な
の
で
、
祖
先
祭
祀

は
世
代
交
替
の
際
に
区
別
し
て
ゆ
き
、
い
ず
れ
祀
る
こ
と
を
止
め
、
祭
祀
対
象
の
定

数
を
保
つ
と
い
う
原
理
原
則
で
あ
る
。
最
後
の
曲
礼
の
一
節
に
は
、
一
度
止
め
た
祭

祀
を
復
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
宣
告
す
る
か
の
よ
う
な
重
み
が
あ
る
。

　

こ
の
久
米
村
系
学
識
者
の
所
見
に
対
す
る
首
里
系
の
東
国
興
（
安
仁
屋
里
之
子
親

雲
上
）
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
と
し
て
、
東
国
興
が
聞
得
大
君
の
要
求

に
対
す
る
自
ら
の
考
え
に
即
し
て
挙
げ
た
典
拠
を
見
よ
う
。

【
四
―
七
】

①
五
礼
通
考

楊
〈
氏
〉
復
曰
く
「
蓋
し
既
に
宗
廟
有
り
て
、
又
た
原
廟
有
れ
ば
、
則
ち
心
分

れ
て
専
ら
な
ら
ず
。
末
だ
既
に
重
ず
る
所
有
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
本
に
必
ず
軽
ず

る
所
有
る
は
其
れ
勢
の
然
ら
し
む
な
り
」。（『
五
礼
通
考
』
巻
七
八
注
）

②
唐
書
礼
儀
志

謹
し
み
て
典
礼
を
按
ず
る
に
、
虞
主
は
桑
を
用
い
、
練
主
は
栗
を
用
い
、
栗
主

を
重
作
す
れ
ば
、
則
ち
桑
主
を
埋
む
、
以
て
神
に
二
主
無
く
、
猶な

お

天
に
二
日
無

く
、
民
に
二
王
無
き
が
ご
と
き
所
な
り
。（『
旧
唐
書
』
巻
二
六
礼
儀
志
六
、
徳

宗
・
貞
元
十
五
年
四
月
の
条
で
は
「
民
」
は
「
士シ

」
に
作
る
）

③
文
献
通
考

〈
後
〉
唐
・〈
荘
宗
〉
同
光
二
年
、
太
常
礼
院
奏
す
ら
く
「
国
家
興
建
の
初
、

已
に
北
都
に
於
て
廟
を
置
き
、〈
今
や
天
下
を
剋
復
せ
ん
と
す
。〉
洛
陽
に
遷
都

し
、〈
却
て
本
朝
の
宗
廟
を
復
さ
ん
こ
と
を
〉。
礼
を
按
ず
る
に
二
廟
の
文
無
し
。

其
れ
北
都
の
宗
廟
、
廃
さ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
。
之
に
従
う
。（『
文
献
通
考
』

巻
九
三
、『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
二
・
礼
志
上
）

（
一
）
尚
家
文
書
第
二
四
号
原
文
「
唐
」。「
後
」
な
し
。

④
明
史
礼
志

武
宗
即
位
す
る
や
、
熙
祖
を
祧
し
、
奉
先
殿
の
神
位
も
亦
た
徳
祖
の
西
に
遷
し
、

其
の
衣
冠
・
牀
幔
・
儀
物
は
、神
庫
に
貯
う
。（『
明
史
』
巻
五
二
礼
志
六
、奉
先
殿
）

　

最
後
の
明
朝
の
奉
先
殿
の
事
例
は

）
11
（

、
太
廟
が
一
箇
所
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
古

い
世
数
の
神
主
を
祧
廟
に
移
す
と
い
う
原
則
を
直
視
し
つ
つ
も
、
首
里
城
内
の
寝
廟

を
奉
先
殿
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
を
正
統
化
す
る
糸
口
を
見
出
し
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
、
尚
泰
王
の
高
祖
父
・
曾
祖
父
の
祭
祀
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
よ
り

も
、
北
宋
の
楊
復
（
あ
ざ
な
信
斎
）
の
よ
う
な
〝
原
廟
〟
不
要
論
に
対
し
、
聞
得
大

－ 4 －
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君
が
固
執
す
る
寝
廟
を
め
ぐ
る
論
点
の
整
理
が
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

第
二
章
　
原
廟
を
め
ぐ
る
東
国
興
の
所
見

　

道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
）
己
酉
九
月
の
〔
七
―
一
〇
〕
で
は
再
学
の
本
部
親
雲

上
と
世
名
城
里
之
子
親
雲
上
は
、
典
拠
を
何
も
示
さ
ず
王
家
に
配
慮
し
た
見
解
を
表

明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
「
覚
」
つ
ま
り
同
年
八
月
二
四
日
（
一
八
四
九
年

一
〇
月
一
〇
日
）
づ
け
の
浦
添
王
子
・
座
来
味
親
方
・
池
城
親
方
に
よ
る
〔
四
―

一
〇
〕、
そ
し
て
同
日
の
国
吉
親
方
単
独
の
〔
五
―
一
〇
〕
の
通
り
、
東
国
興
の
論

理
を
摂
政
・
三
司
官
ら
〝
上
の
坐
〟
の
面
々
が
理
解
・
支
持
し
、
僉
議
の
方
向
性
が

定
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

本
章
に
お
い
て
は
、
諸
侯
五
廟
の
観
点
か
ら
、
尚
円
王
は
別
格
と
し
て
、
現
国
王

の
五
世
祖
の
世
代
の
祖
先
を
祀
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ゆ
え
、
尚
穆

王
・
世
子
尚
哲
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
安
仁
屋
里
之
子
親
雲

上
（
東
国
興
）
に
よ
る
七
月
の
吟
味
書〔
六
―
一
〇
〕の
典
拠
【
五
―
七
】、
さ
ら
に

〝
原
廟
〟
に
つ
い
て
宋
代
以
降
の
神
御
殿
・
奉
先
殿
に
準
ず
る
祭
祀
施
設
と
み
な
し
、

宗
廟
と
は
区
別
す
べ
き
も
永
続
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
の
所
見
を
示
し
て
い
る
同
人

一
一
月
の〔
八
―
一
〇
〕に
お
け
る
典
拠
【
六
―
七
】
と
【
七
―
七
】
を
順
次
検
討
す
る
。

【
五
―
七
】

①
王
制

天
子
ハ
七

し
ち
び
ょ
う

廟
、三
昭
三
穆
、太
祖
ノ
廟
ト
七
ナ
リ
。
諸
侯
ハ〈
五
廟
〉、二
昭
二
穆
、

太
祖
ノ
廟
ト
五
ナ
リ
。（『
礼
記
』
王
制
）

②
祭
法

王
ハ
七
廟
ヲ
立
ツ
、〈
…
…
〉
諸
侯
ハ
五
廟
ヲ
立
ツ
、〈
…
…
〉
大
夫
ハ
三
廟
〈
二

壇
ヲ
〉
立
ツ
、〈
…
…
〉
適
士
二
廟
〈
一
壇
〉
ア
リ
、〈
…
…
〉
官
師
一
廟
ノ
ミ
。

（『
礼
記
』
祭
法
）

③
五
礼
通
考

王
制
及
び
春
秋
穀
梁
伝
に
、
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
〈
大
夫
は
三
、
士
は
二
〉、

天
子
は
七し

ち

日じ
つ

に
し
て
殯
し
、
七し

ち

月げ
つ

に
し
て
葬
る
、
諸
侯
は
五ご

日じ
つ

に
し
て
殯ひ

ん

と
し
、

〈
五ご

月げ
つ

に
し
て
葬
る
と
。〉此こ

れ

喪
事
が
尊
卑
の
序
な
り
、廟
数
と
相
い
応
う
。〈
其

の
文
に
曰
く
、
天
子
三
昭
三
穆
、
太
祖
の
廟
と
七
、
諸
侯
二
昭
二
穆
、
太
祖
の

廟
と
五
、
故
に
徳
厚
き
者
は
流
光あ

ま
ねく

、
徳
薄
き
者
は
流
畢つ

く
。〉〈
春
秋
〉
左
氏

〈
云
に
〉
曰
く
、
各
位
同
じ
か
ら
ず
、
礼
も
亦
た
数
を
異
に
す
、
上
よ
り
以
下

降こ
う

殺さ
い

す
る
に
両
礼
を
以
て
す
る
な
り
と
。（『
五
礼
通
考
』
巻
五
八
、劉
歆
の
説
）

④
同
上

天
子
の
廟
は
七
、
益
す
べ
か
ら
ず
亦
た
損
ぬ
べ
か
ら
ず
。（『
五
礼
通
考
』
巻

五
八
、
銭
梅
仙
の
言
説
）

⑤
礼
記
欽
定

馬
氏
晞
孟
曰
く
、
祖
は
功
を
以
て
建
つ
、
故
に
毀
つ
可
き
の
礼
無
く
、
百
世
に

し
て
遷
ら
ず
、
昭
穆
は
親
を
以
て
崇
ぶ
、
故
に
毀
つ
可
き
の
礼
有
り
、
親
尽
く

れ
ば
則
ち
祧う

つ

す
。（『
欽
定
礼
記
義
疏
』
巻
一
七
、【
一
―
七
】
既
出
）

⑥
欽
定

陳
祥
道
曰
く
、
積
厚
き
者
は
流
沢
広
く
、
積
薄
き
者
は
流
沢
狭
く
、

（
一
）

廟
は
而
ち

之
を
祭
る
は
仁
の
至
な
り
、
七
を
以
て
し
五
を
以
て
し
三
を
以
て
し
一
を
以
て

す
る
は
義
の
尽
な
り
、

（
二
）

と
。（『
欽
定
礼
記
義
疏
』
巻
一
七
）

（ 

一
）
北
宋
・
陳
祥
道
『
礼
書
』
巻
六
七
廟
制
「
一
壇
一
墠
、曰
考
廟
、曰
王
考
廟
、

曰
皇
考
廟
、
皆
月
祭
之
、
顕
考
廟
祖
考
廟
享
嘗
乃
止
、
去
祖
為
壇
、
去
壇
為

墠
、
壇
墠
有
禱
焉
、
祭
之
無
禱
、
乃
止
去
墠
為
鬼
。
大
夫
立
三
廟
一
壇
、
適

士
二
廟
一
壇
、
官
師
一
廟
。
小
記
曰
王
者
禘
其
祖
之
所
自
出
以
其
祖
配
之
而

立
、
四
廟
庶
子
王
亦
如
之
。
曽
子
問
曰
非
禘
則
七
廟
五
廟
無
虚
主
、
又
曰
諸

侯
相
見
祝
史
告
于
五
廟
。
荀
子
曰
、
有
天
下
者
事
七
世
、
有
一
国
者
事
五
世
、

有
五
乗
之
地
者
事
三
世
、
有
三
乗
之
地
者
事
二
世
、
持
手
而
食
者
不
得
立
宗
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廟
、
所
以
表
積
厚
者
流
沢
積
薄
者
流
沢
狹
也
。
春
秋
書
震
夷
伯
之
廟
、
穀
梁

曰
夷
伯
魯
大
夫
也
。
因
此
以
見
天
子
至
于
士
皆
有
廟
。
天
子
七
廟
、諸
侯
五
、

大
夫
三
、
士
二
、
蓋
徳
厚
者
流
光
、
徳
薄
者
流
卑
、
是
以
貴
始
徳
之
本
也
。

始
封
必
為
祖
、
書
世
室
屋
壊
。
公
羊
曰
周
公
称
太
廟
、
魯
公
称
世
室
群
公
称

宫
、
世
室
猶
世
室
也
、
世
世
不
毁
也
。
記
曰
、
魯
公
之
廟
文
世
室
、
武
公
之

廟
武
世
室
。
家
語
曰
、
衛
将
軍
文
子
将
立
先
君
之
廟
於
其
家
、
使
子
羔
訪
於

孔
子
。
孔
子
曰
公
廟
設
於
私
家
非
古
礼
之
所
及
、
天
子
七
廟
、
諸
侯
五
、
大

夫
三
、
士
二
、
庶
人
無
廟
、
四
時
祭
於
寝
、
自
虞
至
周
所
不
変
也
」。

　

 　

こ
こ
で
陳
祥
道
は
典
拠
と
し
て
『
荀
子
』
議
兵
篇
を
示
し
て
い
る
が
、
字

句
の
異
同
が
多
く
、『
史
記
』
巻
二
三
礼
書
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。『
春
秋
左

伝
正
義
』巻
一
四
・
僖
公
八
年
、『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』巻
八
・
僖
公
一
五
年
、『
春

秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
四
・
文
公
一
三
年
、『
礼
記
注
疏
』
巻
三
一
明
堂
位
、

『
孔
子
家
語
』
巻
八
廟
制
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（ 

二
）「
以
七
以
五
以
三
以
一
義
之
盡
」、
陳
祥
道
『
礼
書
』
に
未
見
。
南
宋
・

衛
是
『
礼
記
集
説
』
巻
三
〇
、『
五
礼
通
考
』
巻
五
八
に
見
ら
れ
る
。

⑦
五
礼
通
考

親
尽
き
て
迭か

わ
り
毀
つ
。
親
疎
の
殺さ

い

に
終
有
る
を
示
す
な
り
。（『
五
礼
通
考
』

巻
七
八
）

⑧
大
清
会
典

親
王
・
郡
王
は
正
寝
の
東
に
於
て
、
地
を
度は

か

り
廟
を
立
つ
る
に
五
間
〈
…
…
〉

五
室
を
設
け
以
て
神
主
を
蔵
め
、
中
に
始
封
の
祖
を
奉
り
、
世
世
祧
さ
ず
、
高
・

曾
・
祖
・
禰
は
世
次
に
依
り
二
昭
二
穆
と
為
し
、
昭
は
東
、
穆
は
西
、
親
尽
く

れ
ば
則
ち
祧
す
。（
乾
隆
『
大
清
会
典
』
巻
五
〇
、
礼
部
・
祠
祭
清
吏
司
・
家
祭
）

⑨
家
語

孔
子
曰
く
、
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
廟
、
虞
よ
り
周
に
至
る
の
変
わ
ざ
る
所

な
り
。

（
一
）

（ 

一
）『
孔
子
家
語
』
巻
八
、
廟
制
「
天
下
有
王
、
分
地
建
国
、
設
祖
宗
、
乃

為
親
疎
貴
賤
、
多
少
之
数
、
是
故
天
子
立
七
廟
」「
諸
侯
立
五
廟
」「
四
時
祭

於
寝
、
此
自
虞
、
以
至
于
周
之
所
不
変
」。

⑩
五
礼
通
考

惠
帝
四
年
、
叔
孫
通
曰
く
「
願
わ
く
は
陛
下
原
廟
を
為
し
（
原
は
重
ぬ
な
り
。

先
に
已
に
廟
有
り
、
今
又
た
更
に
之
を
立
つ
、
故
に
重
と
云
う
な
り
）、

（
一
）

益
ま
す
ま
す

宗

廟
を
広
ぐ
る
は
大
孝
の
本
な
り
。」
と
。〈
上
〉
乃
ち
有
司
に
詔
し
原
廟
を
立
つ
。

（『
五
礼
通
考
』
巻
七
八
）

（
一
）『
漢
書
』
巻
四
三
・
叔
孫
通
伝
に
お
け
る
顔
師
古
の
注
。

⑪
同胡

氏
寅
曰
く
、天
子
七
廟
、其
の
誠
敬
足
る
を
致
す
、而
ち
原
廟
を
立
つ
る
に「
大

孝
の
本
を
益
広
」す
る
と
云
う
。〈
…
…
〉後
世
を
し
て
原
廟
に
て
隆
き
を
致
し
、

而
う
し
て
太
廟
に
て
簡
た
ら
し
む
る
者
有
る
は
則
ち
通と

う

の
説
之
を
啓
く

（
一
）

。（『
五

礼
通
考
』
巻
七
八
注
、『
文
献
通
考
』
巻
九
二
）

（ 

一
）
叔
孫
通
を
指
す
。
朱
熹
撰
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
巻
三
、
己
酉
、
漢
・
恵

帝
三
年
「
立
原
廟
」。

⑫
文
献
通
考

〈
伏
し
て
〉
按
ず
る
に
、
原
廟
は
近
世
よ
り
出
づ
る
と
雖
も
、
余
意お

も

え
ら
く
乃

ち
先
王
を
祖
と
す
。
夫
れ
孝
子
の
親
に
於
け
る
や
、
亡
に
事
う
る
に
其
の
生
に

事
う
る
が
如
く
、
之
を
思
え
ば
其
の
人
に
見ま

み

え
ん
と
欲
し
、
斎
す
る
こ
と
三
日

に
し
て
必
ず
其
の
斎
を
為
す
所
の
者
に
見
え
、
敢
て
生
を
以
て
之
に
事
え
ず
、

故
に
廟
有
り
、
古
を
忘
れ
ざ
る
を
示
し
、
以
て
之
を
神
と
す
る
所
な
り
、
敢
て

亡
を
以
て
之
に
事
え
ず
、
故
に
寝
有
り
、
以
て
其
の
平
生
を
象

か
た
ど

り
、
以
て
之
に

親
し
む
所
な
り
。（『
文
献
通
考
』
巻
九
四
）

⑬
五
礼
通
考

古い
に

者し
え

が
宗
廟
の
制
、〈
爾
雅
に
云
く
室
に
〉
前
殿
後
寝
な
り
。
東
西
廂
有
れ
ば
廟
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と
曰
い
、
廂
無
く
室
有
れ
ば
寝
と
曰
う

（
一
）

。
廟
は
是こ

れ

棲
神
の
処
な
り
故
に
前
に
在

り
、
寝
は
是
衣
冠
を
蔵
む
る
の
処
な
り
故
に
後
に
在
り
。
漢
よ
り
以
来
、
廟
を

宮
城
の
外
に
建
つ
る
こ
と
已
に
一
日
に
非
ず
。
故
に
宋
は
欽
先
孝
思
殿
を
宮
中

が
崇
政
の
東
に
於
て
建
て
、
以
て
神
御
を
建
つ
。
今
、
太
廟
が
祭
祀
已
に
定
制

有
り
、
請
う
ら
く
は
乾
清
宮
の
左
に
於
て
別
に
奉
先
殿
を
建
て
以
て
神
御
を
奉

ら
ん
こ
と
を
。（『
五
礼
通
考
』巻
八
四
、
清
・
孫
昇
沢『
春
明
夢
余
録
』巻
一
八
）

（
一
）
十
三
経
注
疏
『
爾
雅
注
疏
』
巻
五
、
釈
宮
。

⑭
同楊

〈
氏
〉
復
曰
く
、
叔
孫
通
、
惠
帝
に
原
廟
を
為
す
を
請
う
に
其
の
言
大
孝
の

本
を
益
広
せ
ん
と
欲
す
と
、知
ら
ざ
り
き
宗
廟
の
軽
き
こ
と
此
よ
り
始
ま
る
を
、

夫
れ
人
主
宗
廟
に
事つ

か

う
る
の
心
其
の
専
を
欲
し
、
其
の
分
を
欲
さ
ず
、
既
に
宗

廟
有
り
又
た
原
廟
有
れ
ば
、
則
ち
死
に
事
え
る
こ
と
生
に
事
う
る
が
如
く
亡
に

事
う
る
こ
と
存
に
事
う
る
が
如
き
の
心
に
分
つ
所
有
り
と
。（『
五
礼
通
考
』
巻

七
八
注
）

⑮
通
鑑
綱
目

原
廟
の
作
す
は
惠
帝
よ
り
始
る
。
是
よ
り
の
後
、
皆
な
原
廟
を
以
て
俗
礼
を
用

い
て
美
観
た
ら
し
む
に
便
な
り
。
其
の
古
人
が
宗
廟
を
重
ん
ず
る
の
意
を
去
る

こ
と
遠
し
。（
清
・
聖
祖
批
『
御
批
資
治
通
鑑
綱
目
』
巻
三
上
）

　

こ
こ
で
も
馬
晞
孟
、
胡
寅
（
致
堂
先
生
）、
楊
復
ら
北
宋
の
学
者
そ
し
て
馬
端
臨

の
言
説
が
引
か
れ
て
い
る

）
12
（

。
次
に
【
六
―
七
】
と
【
七
―
七
】
を
検
討
す
る
が
、
そ

の
前
に
分
け
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
両
者
の
間
が
半
丁
空
白
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
も
違
い
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
前
者
は
漢
代
の
宗
廟
祭
祀
の
特
徴
と
し
て
〝
原
廟
〟
に
注
目
さ
せ
る
よ
う
な
内

容
で
あ
り
、
そ
れ
が
唐
代
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
康
熙
帝
は
朱
子
に
習
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
清
朝
に
も
太
廟
と
は
別

に
紫
禁
城
内
に
奉
先
殿
が
存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
清
朝
の
太
廟
祭
祀
は
皇
帝
親

祀
が
常
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り

）
13
（

、
奉
先
殿
は
原
廟
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
自
負
心

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
康
熙
帝
の
御
批
を
最
後
に
も
っ
て
く
る
こ
と
で
、
琉

球
に
お
い
て
も
寝
廟
は
原
廟
の
類
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
言
外
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
後
者
で
は
、
つ
づ
く
宋
元
に
お
い
て
名
称
や
祭
祀
形
態
に

違
い
は
あ
れ
ど
も
、
宮
城
内
に
あ
っ
て
城
外
の
太
廟
祭
祀
を
凌
ぐ
よ
う
な
祭
祀
施
設

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

【
六
―
七
】

① 

願
わ
く
は
陛
下
原
廟
を
渭
北
に
為
り
、
衣
冠
、
月
に
之
に
出
游
せ
し
め
ら
れ
ん

こ
と
を
。
益

ま
す
ま
す

宗
廟
を
広
ぐ
る
は
大
孝
の
本
な
り
。〈
上
〉
乃
ち
有
司
に
詔
し
原

廟
を
立
つ
。（『
漢
書
』
巻
四
三
、
叔
孫
通
伝
）

②
同
韋
玄
成
傳

初
め
高
祖
の
時
、
諸
侯
の
王
都
を
し
て
皆
な
太
上
皇
廟
を
立
た
し
む
。
惠
帝
に

至
り
高
帝
廟
を
尊
び
太
祖
廟
と
為
し
、
景
帝
は
孝
文
廟
を
尊
び
太
宗
廟
と
為
し

行
の
嘗
て
幸
す
る
所
の
郡
国
に
各
太
祖
廟
〈
・
太
宗
廟
〉
を
立
つ
。
宣
帝
の
本

始
二
年
に
至
り
、
復
た
孝
武
廟
を
尊
び
世
宗
廟
と
為
し
、
行
の
巡
狩
す
る
所
に

亦
た
立
つ
。
凡
そ
祖
宗
の
廟
の
郡
国
在
り
し
は
六
十
八
、
合
せ
百
六
十
七
所
な

り
。
而
う
し
て
京
師
は
高
祖
よ
り
下
り
宣
帝
に
至
り
、
太
上
高
・
悼
皇
考
と
与

に
各

お
の
お
の

自
居
し
陵
の
旁
に
廟
を
立
て
、
并
せ
て
百
七
十
六
為
り
。
又
た
園
中
に
各

お
の
お
の

寝
・
便
殿
有
り
。
日
に
寝
に
祭
り
、
月
に
廟
に
祭
り
、
時
に
便
殿
に
祭
る
。
寝

は
日
に
四
た
び
上
食
し
、
廟
は
歳
に
二
十
五
た
び
祠
り
、
便
殿
は
歳
に
四
た
び

祠
り
、
又
た
月
一
に
衣
冠
を
游
せ
し
む
。（『
漢
書
』
巻
七
三
、
韋
玄
成
伝
）

③
通
鑑
前
漢

五
年
夏
六
月
庚
申
、
戾
園
を
復
す
。〈
秋
〉
七
月
庚
子
、
太
上
皇
の
寝
廟
園
・

原
廟
昭
霊
后
・
武
哀
王
昭
哀
后
・
衛
思
后
の
園
を
復
す
。（『
五
礼
通
考
』
巻
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七
八
、
元
帝
・
建
昭
五
年
）

④
同
前
漢

郊
祀
志
。
元
帝
儒
を
好
み
、
貢
禹
・
韋
玄
成
・
匡
衡
等
相
い
継
き
公
卿
と
為
る
。

禹
建
言
す
る
に
、
漢
家
が
宗
廟
祭
祀
、
多
く
古
礼
に
応こ

た

え
ず
と
。
上
其
の
言
を

是ぜ

と
す
。
後
に
韋
玄
成
丞
相
と
為
り
郡
国
廟
を
罷
む
を
議
す
。
太
上
皇
・
孝
惠

帝
よ
り
の
諸
園
・
寝
廟
・
原
廟
皆
な
罷
む
。
後
に
元
帝
疾

や
ま
い

に
寝ふ

し
、
神
霊
が
諸

廟
祠
を
罷
む
る
を
譴せ

む
る
を
夢
む
。
上
遂
に
焉
を
復
す
。（
同
右
）

⑤
同〈

蕙
田
案
ず
る
に
〉
漢
は
秦
の
敝
を
承
け
、
七
廟
の
典
修
ら
ず
、
昭
穆
の
礼
備

わ
ら
ず
、
其
れ
尤
も
経
な
ら
ざ
る
者
は
原
廟
な
り
、
寝
園
な
り
、
郡
国
廟
な

り
、
涜
乱
繁
雑
に
し
て
三
代
の
礼
は
焉
に
於
て
尽
く
。
元
帝
鋭
意
復
古
せ
ん
と

し
、
貢
禹
始
め
て
廟
を
毀
つ
こ
と
及
び
郡
国
廟
を
罷
む
る
の
議
有
り
、
而
う
し

て
韋
元
成
等
卒つ

い

に
之
を
成
す
、〈
劉
歆
が
宗
は
七
廟
の
数
中
に
在
ら
ざ
る
の
説

を
建
つ
る
に
至
り
て
而
後
、
三
昭
三
穆
の
序
は
乃
ち
定
ま
れ
り
。
漢
廷
経
術
の

効
斯こ

こ

に
於
て
鉅お

お

い
な
り
。〉
或
い
は
可
に
し
て
行
わ
ず
、
或
い
は
廃
し
て
再
た

復
し
、
終
に
宗
廟
の
大
礼
を
し
て
竟
に
漢
代
之
能
く
正
す
こ
と
莫
き
は
惜
む
か

な
。（『
五
礼
通
考
』
巻
七
八
、
漢
廟
制
に
関
す
る
秦
蕙
田
の
評
語
）

⑥
同
後
漢

建
康
元
年
八
月
、
遺
詔
し
寝
廟
を
起
つ
こ
と
無
か
ら
し
む
。（『
五
礼
通
考
』
巻

七
八
、『
後
漢
書
』
順
帝
本
紀
）

⑦
同孝

明
遺
詔
し
倹
を
遵
び
寝
廟
を
起
し
主
を
世
祖
廟
に
於
て
蔵
む
る
こ
と
毋
か
ら

し
む
。
孝
章
敢
て
違
わ
ず
。
是
の
後
、
主
を
世
祖
廟
に
於
て
蔵
む
る
を
遵
承
す

る
こ
と
皆
な
孝
明
の
礼
の
如
く
、
而
れ
ど
も
園
陵
は
み
な
寝
廟
に
起
つ

（
一
）

。

（
一
）『
五
礼
通
考
』
巻
七
八
、後
漢
・
蔡
邕
『
独
断
』（『
漢
魏
叢
書
』
経
翼
所
収
）。

⑧
後
漢
書
祭
祀
志

章
帝
崩
に
臨
み
遺
詔
し
寝
廟
を
起
つ
こ
と
無
か
ら
し
む
。
廟
は
先
帝
の
故
事
が

如
し
。
和
帝
即
位
す
る
や
、
敢
て
上
に
違
わ
ず
尊
号
を
粛
宗
と
曰
う
。（『
後
漢

書
』
祭
祀
下
）

⑨
同
後
漢

古
は
墓
祭
せ
ず
。
漢
の
諸
陵
に
皆
な
園
寝
有
る
は
、秦
の
為
す
所
を
承
く
な
り
。

〈
説
以
為
え
ら
く
、
古
の
宗
廟
、
前
に
廟
を
制
り
、
後
に
寝
を
制
り
、
人
の
居

に
象
づ
く
る
を
以
て
、
前
に
廟
有
り
、
後
に
寝
有
る
。
月
令
に
「
先
ニ
寝
廟
ニ

薦
ム
」
と
有
り
、

（
一
）

詩
に
「
寝
廟
弈え

き

弈え
き

タ
リ
」
と
称
す
、

（
二
）

相
い
通
ず
る
を
言
う
な
り
。〉

廟
は
以
て
主
を
蔵
め
、
以
て
四
時
に
祭
り
、
寝
に
衣
冠
几
杖
、
生
を
象
る
の
具

有
り
、
以
て
新
物
を
薦
む
。
奏
始
め
て
寝
を
出
し
、
墓
の
側
に
起
て
、
漢
因
り

て
改
め
ず
、
故
に
陵
上
に
寝
殿
と
称
し
、
起
居
衣
服
、
生
人
を
象
る
の
具
、
古

の
寝
の
意
な
り
。
建
武
以
来
、
関
西
の
諸
陵
〔
以
て
転
ず
る
こ
と
久
遠
な
り
。

但
し
四
時
の
牲
祠
、帝
長
安
に
幸
す
る
ご
と
に
諸
陵
に
謁
ゆ
〕、乃
ち
太
牢
祠
す
。

雒
陽
よ
り
諸
陵
霊
帝
に
至
り
、
み
な
晦
望
・
二
十
四
気
・
伏
臘
及
び
四
時
の
祠

を
以
て
、
廟
は
日
に
上
飯
す
。〈
太
官
用
物
を
送
り
、
園
令
・
食
監
典
省
、
其

の
親
陵
所
の
宮
人
鼓
漏
に
随
い
被
枕
を
理
め
、具
に
盥
水
厳
具
を
陳
ぬ
。〉（『
後

漢
書
』
祭
祀
下
・
宗
廟
）

（
一
）
十
三
経
注
疏
『
礼
記
注
疏
』
巻
一
五
、
月
令
。

（ 

二
）
毛
詩
（
詩
経
）
に
な
い
句
。『
儀
礼
』
聘
礼
と
『
周
礼
』
夏
官
・
隷
僕

の
鄭
玄
注
に
「
詩
云
寝
廟
繹
繹
、
相
連
貌
也
。
前
曰
廟
、
後
曰
寝
」
と
あ
り
、

廟
と
寝
と
が
連
な
っ
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。『
詩
経
』に
は
小
雅
・

節
南
山
之
什
・
巧
言
に
「
弈
弈
寝
廟
（
光
輝
く
大
い
な
る
寝
廟
）」、
魯
頌
閟

宮
に
「
新
廟
弈
弈
（
新
廟
は
と
て
も
大
き
い
）」
と
あ
る
。

⑩
三
国
蜀
志

先
主
、〈
孝
景
に
出
自
す
と
云
う
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
世
数
悠
遠
に
し
て
、
昭
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穆
明
ら
か
に
し
難
く
、〉
既
に
漢
の
祚
を
紹つ

げ
ど
も
、
何
れ
の
帝
を
以
て
元
祖

と
為
し
以
て
親
廟
を
立
つ
る
か
知
ら
ず
。
時
に
英
賢
輔
を
作
し
、
儒
生
官
に
在

り
。
宗
廟
の
制
度
に
必
ず
や
憲
章
有
り
、
而
れ
ど
も
載
記
闕
略
せ
し
は
良や

や

恨
む

可
き
か
な
。（『
三
国
志
』
巻
三
二
・
蜀
書
二
先
主
伝
、
南
朝
宋
・
裴
松
之
の
注
）

⑪
北
魏
書

郡
国
に
詔
す
。
太
祖
巡
幸
行
宮
の
所
に
於
て
各
壇
を
立
て
、
祭
る
に
太
牢
を
以

て
し
、
歳
に
一
祭
、
皆
な
牧
守
侍
祀
し
、
又
た
太
祖
の
別
廟
を
宮
中
に
立
て
、

歳
に
四
祭
、
牛
馬
羊
を
用
う
る
こ
と
各
一
。（『
魏
書
』
巻
一
〇
八
礼
志
一
、
太

宗
・
永
興
四
年
）

⑫
五
礼
通
考
唐
朝

園
寝
に
食
を
上
る
に
時
膳
具
設
す
。
漢
の
法
に
遵

し
た
が

う
な
り
。（『
五
礼
通
考
』
巻

八
〇
、『
文
献
通
考
』
巻
九
七
所
引
開
元
二
三
年
正
月
赦
文
、『
旧
唐
書
』
巻

一
八
八
・
崔
沔
伝
）

　

以
上
、
前
漢
で
は
周
の
厳
粛
な
廟
制
と
異
な
る
よ
う
な
豪
壮
盛
大
で
闊
達
な
祭
祀

が
行
わ
れ
、
後
漢
で
は
倹
約
の
点
か
ら
〝
原
廟
〟
の
建
立
を
禁
じ
た
も
の
の
、
な
お

陵
墓
に
祭
祀
施
設
を
設
け
、
唐
代
で
も
そ
の
遺
風
が
尊
ば
れ
る
な
ど
、
太
廟
祭
祀
の

本
旨
か
ら
乖
離
す
る
傾
向
を
批
判
的
に
見
る
言
説
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
以
降

に
つ
い
て
は
、
廟
を
一
棟
だ
け
に
し
て
神
主
を
安
置
す
る
室
を
設
け
て
太
廟
と
す
る

同
堂
異
室
の
制
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
を
当
時
の
琉
球
人
は
知
悉
し
て
い
た
。

【
七
―
七
】

① 

凡
そ
七
十
年
間
、
神
御
の
宮
に
在
る
者
は
四
、
寺
観
に
寓
す
る
者
は
十
有
一
。

元
豊
五
年
始
め
て
宮
に
就
き
十
一
殿
を
作
し
、
悉
く
京
の
寺
観
に
在
り
し
神
御

を
迎
え
内
に
入
れ
、
尽
く
帝
后
と
合
し
奉
る
に
時
王
の
礼
を
以
て
し
〈
…
…
〉

祖
宗
を
祀
る
。
其
の
後
、
南
郊
せ
ん
と
す
れ
ば
先
に
宮
に
詣
り
、
行
薦
享
礼
並

び
に
太
廟
の
儀
の
如
し
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
一
）

②
文
献
通
考

文
献
通
考
に
、
凡
そ
神
御
殿
と
は
、
古
の
原
廟
な
り
と
。

（
一
）

（ 

一
）『
五
礼
通
考
』
巻
八
一
に
は
「
文
献
通
考
」
と
す
る
が
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
実
際
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
『
宋
史
』
巻
一
〇
九
・
礼
志
一
二
「
神
御

殿
」
の
記
事
で
あ
ろ
う
か
。

③
通
考

蕙
田
案
ず
る
に
、
漢
が
原
廟
を
立
つ
る
こ
と
、
議
者
之
を
非
と
せ
し
が
、
宋
は

迺
ち
復
た
其
の
名
を
襲
い
、
神
御
殿
を
建
立
し
、
数
と
す
可
か
ら
ざ
る
に
至
り
、

〈
而
う
し
て
帝
王
の
尊
を
以
て
浮
屠
道
家
の
宇
に
雑
処
せ
し
め
、〉
王
の
礼
、

地
を
掃
い
て
尽
く
。
通
考
が
始
末
を
総
叙
す
る
こ
と
最
も
詳
し
く
、
之
を
存
し

以
て
戒
と
為
す
可
き
な
り
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
一
）

④
同
宋

『
宋
史
』
礼
志
。
紹
興
十
五
年
秋
、
復
た
神
御
殿
を
崇
政
殿
の
東
に
営
建
す
。

朔
望
の
節
序
、
帝
后
の
生
辰
、
皇
帝
皆
な
親
ら
酌
献
行
香
す
る
に
家
人
の
礼
を

用
て
す
。
其
の
殿
、
名
づ
く
る
に
徽
宗
は
承
元
と
曰
い
、
欽
宗
は
瑞
慶
と
曰
い
、

高
宗
は
皇
徳
と
曰
い
、
孝
宗
は
系
隆
と
曰
い
、
光
宗
は
美
明
と
曰
い
、
寧
宗
は

垂
光
と
曰
い
、
理
宗
は
章
熙
と
曰
い
、
度
宗
は
昭
光
と
曰
う
。（『
五
礼
通
考
』

巻
八
二
、『
宋
史
』
巻
一
〇
九
礼
志
一
二
・
神
御
殿
）

⑤
通
考
宋

国
朝
宗
廟
の
制
、
太
廟
は
以
て
神
主
を
奉
り
、
一
歳
五
享
、
朔
に
祭
り
て
月
に

新
を
薦
む
、
五
享
は
宗
室
諸
王
を
以
て
、
朔
祭
は
太
常
卿
を
以
て
事
を
行
う
。

景
霊
宮
、
以
て
塑
像
を
奉
り
、
歳
四
孟
享
、
上
親
ら
之
を
行
う
。
帝
后
大
忌
な

れ
ば
、
則
ち
宰
相
百
官
を
率
い
て
行
香
し
、
僧
・
道
士
法
事
を
作
し
、
而
う
し

て
后
妃
六
宮
も
皆
な
亦
た
継
い
で
天
章
閣
に
往
き
以
て
画
像
を
奉
り
、
時
節
朔

望
・
帝
后
生
辰
の
月
は
皆
な
徧
く
之
に
薦
む
。内
臣
、事
を
欽
先
孝
恩
殿
に
行
い
、
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亦
た
神
御
を
奉
り
上
び
焚
香
と
曰
う
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
二
、
南
宋
・
李
心

伝
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
二
「
太
廟
景
霊
宮
天
章
閣
欽
先
殿
諸
陵
上

宮
祀
式
」）

⑥
同
遼
朝

遼
の
諸
帝
に
各
廟
有
り
、
又
た
原
廟
有
り
。
神
殿
に
凝
ら
す
の
類
の
如
く
、
其

の
儀
制
倶
に
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。大
抵
簡
樸
に
し
て
太
古
の
風
有
ら
ん
。（『
五

礼
通
考
』
巻
八
二
、
明
・
王
圻
『
続
文
献
通
考
』
巻
一
〇
一
、
宗
廟
考
）

⑦
同
遼

蕙
田
案
ず
る
に
、
遼
の
廟
制
詳
ら
か
な
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
史
に
云
う
、

中
京
に
廟
を
建
つ
制
度
祭
器
皆
な
古
制
に
従
う
と
、
則
ち
亦
た
斐
然
と
し
て
文

有
り
、
た
だ
所
謂
古
制
と
は
三
代
以
来
の
古
制
な
る
か
、
抑

そ
も
そ
も

本
国
の
古
制
な
る

か
、
要
は
皆
な
礼
意
を
失
わ
ざ
る
こ
と
宋
に
勝
る
こ
と
多
し
。（『
五
礼
通
考
』

巻
八
二
）

⑧
通
考
金
朝

天
徳
四
年
、
有
司
言
く
「
燕
京
に
太
廟
を
興
建
し
、
復
た
原
廟
を
立
つ
。
三
代

以
前
、原
廟
〈
の
制
無
く
〉
漢
の
惠
帝
に
至
り
始
め
て
廟
を
長
安
渭
北
に
置
き
、

薦
む
る
に
時
果
を
以
て
す
、
其
の
後
又
た
豊
・
沛
に
置
き
、
享
薦
の
礼
を
聞
か

ざ
り
き
。
今
や
両
都
に
告
享
す
。
宜
し
く
燕
京
の
建
つ
所
の
原
廟
の
行こ

う

事じ

を
止

む
べ
し
」
と
。〈
是
に
お
い
て
、
其
の
宮
を
名
づ
く
る
に
衍
慶
と
曰
い
、
殿
は

聖
武
と
曰
い
、
門
は
崇
聖
と
曰
う
。〉（『
五
礼
通
考
』
巻
八
二
、『
金
史
』
巻

三
三
礼
志
六
・
原
廟
）

⑨
同
金
朝

大
定
二
十
一
年
四
月
庚
戌
、
昭
祖
以
下
三
祖
三
宗
の
御
容
を
衍
慶
宮
に
奉
安
し

親
祀
の
礼
を
行
う
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
二
、『
金
史
』
巻
八
、
世
宗
本
紀
下
）

⑩
同
金

蕙
田
案
ず
る
に
、
金
の
太
廟
・
原
廟
・
神
御
殿
は
略ほ

ぼ

宋
制
の
如
し
、
然
れ
ど
も

簡
約
多
し
と
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
二
）

⑪
同
元
朝

天
歴
元
年
九
月
乙
丑
、
太
禧
院
を
立
て
、
以
て
祖
宗
を
神
御
殿
に
奉
り
祠
祭
す
。

（『
五
礼
通
考
』
巻
八
三
、『
元
史
』
文
宗
本
紀
一
で
は
乙
亥
に
作
る
）

⑫
同
元
朝

二
年
三
月
癸
巳
、
詔
し
て
累
朝
神
御
殿
の
諸
寺
に
在
る
者
は
名
を
製
り
以
て
之

に
冠
す
。
世
祖
は
元
寿
と
曰
い
、
昭
叡
順
聖
皇
后
は
叡
寿
と
曰
い
、
南
必
皇
后

は
懿
寿
と
曰
い
、
裕
宗
は
明
寿
と
曰
い
、
成
宗
は
広
寿
と
曰
い
、
順
宗
は
衍
寿

と
曰
い
、
武
宗
は
仁
寿
と
曰
い
、
文
献
昭
聖
皇
后
は
昭
寿
と
曰
い
、
仁
宗
は
文

寿
と
曰
い
、
英
宗
は
宣
寿
と
曰
い
、
明
宗
は
景
寿
と
曰
う
。（『
五
礼
通
考
』
巻

八
三
、『
元
史
』
文
宗
本
紀
四
）

　

お
そ
ら
く
東
国
興
の
判
断
に
よ
っ
て
、
前
漢
か
ら
元
代
ま
で
延
々
と
列
挙
さ
れ
る

漢
籍
は
、
お
よ
そ
太
廟
と
は
別
に
建
立
さ
れ
た
〝
原
廟
〟
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。

こ
の
原
廟
が
前
漢
か
ら
唐
代
に
か
け
て
度
々
問
題
視
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
宋
代
に
は
神
御
殿
・
景
霊
宮
の
よ
う
な
名
称
で
是
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
遼
・

金
・
元
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
秦
蕙
田
は
、
遼
・
金
で
は
簡
素
で

あ
っ
て
、
宋
朝
の
よ
う
に
太
廟
を
凌
ぐ
よ
う
な
贅
沢
な
造
作
や
儒
・
仏
・
道
の
習
合

的
祭
式
で
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
③
省
略
の
一
文
は
仏
寺
内
に

宗
廟
を
構
え
る
琉
球
側
に
と
っ
て
耳
の
痛
い
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
的
な

引
用
か
ら
す
る
と
、
首
里
城
内
の
寝
廟
が
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
の
上
位
に
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
節
度
を
弁
え
た
範
囲
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在

に
何
ら
問
題
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
尚
真
王
以
来
の
全
て
の
国
王
と
王
妃
を
祀
り
た
い
と
い
う
聞
得
大
君
の
要
求

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
根
拠
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
建

立
以
来
こ
ま
め
に
修
繕
が
施
さ
れ
て
い
る
寝
廟
が
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な

－ 10 －

－ 225 －



前村　佳幸：尚家文書「御廟制諸書抜書并吟味書」の典拠について

い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
抜
粋
部
分
の
意
味
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
言
説
は
、
明
清
の

奉
先
殿
と
そ
れ
以
前
の
神
御
殿
・
景
霊
宮
の
類
と
を
区
別
し
、
寝
廟
は
奉
先
殿
に
準

ず
る
祭
祀
施
設
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
兄
弟
同
昭
穆
論
の
当
否
を
め
ぐ
る
典
拠

　

本
章
で
は
、
道
光
二
九
年
酉
六
月
の
普
天
間
親
雲
上
・
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
に

よ
る
吟
味
書
〔
二
―
一
〇
〕
の
後
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る
部
分
を
【
二
―
七
】【
三
―

七
】
に
分
け
て
検
討
す
る
。
こ
れ
も
半
丁
空
け
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
言
説

の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
整
理
さ
れ
た
も
の
と
み
な
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

が
翌
月
に
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
（
東
国
興
）
の
単
名
で
出
さ
れ
た
吟
味
書
〔
六
―

一
〇
〕
に
附
さ
れ
た
【
五
―
七
】
と
あ
い
ま
っ
て
、
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
に
依
拠
す

る
こ
と
に
よ
り
、
宗
廟
祭
祀
に
対
す
る
聞
得
大
君
か
ら
の
二
つ
の
要
求
に
対
応
し
つ

つ
、
〝
逆
祀
〟
を
避
け
る
観
点
か
ら
尚
育
王
と
尚
灝
王
の
二
つ
の
家
系
の
神
主
の
祀

り
方
を
確
立
す
る
と
い
う
東
国
興
の
構
想
に
権
威
を
与
え
て
〝
上
の
坐
〟
を
納
得
さ

せ
、
浦
添
王
子
・
座
来
味
親
方
・
池
城
親
方
に
よ
る
酉
一
二
月
二
二
日
（
道
己
二
九

年
酉
光
、
一
八
五
〇
年
二
月
三
日
）
の
最
終
的
な
「
覚
」〔
九
―
一
〇
〕
を
導
い
た
。

そ
の
典
拠
の
内
容
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
論
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
【
二
―
七
】
は
、『
五
礼
通
考
』
か
ら
、
顧
炎
武
、
任
啓
運
、
蔡
徳
晋
と
そ

れ
に
対
す
る
秦
蕙
田
の
評
言
を
抜
粋
し
、
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
の
趣
旨
と
来
歴
が
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
【
三
―
七
】
で
は
、
そ
の
主
要
な
典
拠
と
し
て
万
斯
大
の
「
兄
弟

同
昭
穆
」
が
抜
粋
さ
れ
、
清
朝
盛
期
の
『
御
纂
春
秋
直
解
』『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』

に
よ
り
補
強
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
『
読
礼
通
考
』
に
お
け
る
徐
乾
学
の
〝
兄
弟
異

昭
穆
論
〟
が
対
置
さ
れ
、
さ
ら
に
南
宋
の
所
説
で
あ
る
高
閌
『
春
秋
集
注
』
と
朱
熹

「
祧
廟
議
状
」
に
よ
り
、
君
主
に
つ
い
て
は
、
世
数
を
基
準
と
せ
ず
即
位
序
列
に
よ

る
君
臣
関
係
の
厳
密
さ
を
示
す
た
め
の
昭
穆
論
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
朱

子
は
宗
廟
と
家
廟
に
対
し
て
異
な
る
基
準
を
も
っ
て
い
た
。
君
主
と
臣
下
と
で
は
昭

穆
の
基
準
が
異
な
り
、
君
主
は
代
数
を
も
っ
て
士
庶
は
世
数
を
も
っ
て
昭
穆
を
区
別

す
る
べ
き
と
い
う
主
張
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
を
導
入
す
る
上
で

最
大
の
分
岐
点
と
な
る
。

　

総
じ
て
、
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
と
即
位
序
列
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
が
浮

き
彫
り
に
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
琉
球
側
で
は
尚
温
の
家
統
と
尚
灝
の
家
統
の
並
行
祭

祀
を
意
味
し
、
聞
得
大
君
の
第
一
の
要
求
に
対
す
る
配
慮
と
礼
制
上
の
原
理
確
立
を

も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
太
祖
を
除
く
五
世
祖
以
降
の
祭
祀
中
止
の
儒
教

的
な
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
尚
泰
王
の
曾
祖
父
・
高
祖
父
の
祭
祀
を
復
活

し
つ
つ
、
漢
籍
か
ら
首
里
城
内
の
寝
廟
を
正
統
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
聞
得
大
君
の

第
二
の
要
求
を
断
念
し
て
も
ら
う
と
い
う
、
王
家
内
の
微
妙
な
問
題
に
対
処
す
る
。

そ
し
て
、
琉
球
独
自
の
宗
廟
施
設
で
あ
る
三
ヶ
寺
（
円
覚
寺
・
天
王
寺
・
天
界
寺
）

と
寝
廟
そ
し
て
崇
元
寺
先
王
廟
に
お
け
る
依
り
代
の
名
称
を
区
別
し
、
太
廟
と
王
妃

の
廟
所
天
王
寺
と
寝
廟
に
お
け
る
祭
祀
対
象
の
範
囲
を
め
ぐ
る
原
理
斉
一
化
を
実
現

す
る
。
た
だ
し
、
円
覚
寺
龍
淵
殿
内
で
神
主
を
太
廟
祭
壇
か
ら
祧
廟
祭
壇
に
移
す
よ

う
な
既
存
の
法
式
を
変
更
せ
ず
に
済
ま
せ
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
解
釈
の
問
題
で

あ
る
。
も
っ
と
も
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
を
王
家
の
原
理
と
す
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か

ら
王
家
と
士
族
と
が
同
じ
昭
穆
原
理
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
点
も
踏

ま
え
た
上
で
の
選
択
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
僉
議
が
行
わ
れ
た
時
点
で

は
、
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
と
〝
兄
弟
異
昭
穆
論
〟
の
存
在
、
〝
同
堂
異
室
〟
の
考
え
を

活
か
し
た
円
覚
寺
太
廟
の
神
主
配
置
、
そ
し
て
宗
廟
祭
祀
の
本
旨
か
ら
す
る
と
相
応

し
く
な
い
寝
廟
の
正
統
化
が
論
点
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
い
え
る
。

【
二
―
七
】

①
五
礼
通
考

顧
氏
炎
武
曰
く
、
商
の
世
、
兄
終
り
弟
及
ぶ
、
故
に
十
六
世
に
し
て
二
十
八
王

有
り
。
仲
丁
・
外
壬
・
河
亶
甲
が
兄
弟
三
王
、
陽
甲
・
盤
庚
・
小
辛
・
小
乙
が
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兄
弟
四
王
の
如
し
。
未
だ
其
の
廟
制
の
何
如
を
知
ら
ず
。
商
書
七
世
の
廟
を
言

う
に
、
賀
循
謂
く
、
殷
世
に
二
祖
三
宗
有
り
、
若
し
七
室
に
拘
わ
れ
ば
、
則
ち

当
に
禰
を
祭
る
べ
き
の
み
（
徐
邈
も
亦
た
云
く
若
し
兄
弟
昭
穆
な
れ
ば
、
設
し

兄
弟
六
人
君
為
れ
ば
、
其
の
後
世
に
至
れ
ば
、
当
に
祀
は
祖
・
禰
に
及
ば
ざ
る

べ
し
と
す
）
と
。

（
一
）

唐
書
礼
楽
志
に
、
憲
宗
〈
・
穆
宗
〉・
敬
宗
・
文
宗
が
四
世

祔
廟
せ
し
よ
り
、
叡
・
元
・
粛
・
代
は
次
を
以
て
遷
る
。
武
宗
崩
ず
る
に
至
り
、

徳
宗
次
を
以
て
当
に
遷
る
べ
し
、
而
れ
ど
も
世
次
に
於
て
は
高
祖
為
れ
ば
、
礼

官
始
め
て
其
の
非
を
覚
り
、
以お

謂も

え
ら
く
兄
弟
相
い
後
と
為
ら
ず
、
昭
穆
と
為

す
を
得
ず
と
。
乃
ち
代
宗
を
復
祔
す
る
を
議
す
、
而
れ
ど
も
議
者
言
く
「
已
に

祧
す
の
主
復
た
太
廟
に
入
る
を
得
ず
」
と
。
礼
官
曰
く
「
昔
、
晋
が
元
・
明
の

世
に
已
に
豫
章
・
穎
川
を
遷
し
、
後
に
皆
な
復
祔
す
、
此こ

れ

故
事
な
り
」
と
。
議

者
又
た
言
く
「
廟
室
に
定
数
有
り
、
而
う
し
て
後
無
き
の
主
当
に
別
廟
に
置
く

べ
し
」
と
。
礼
官
曰
く
「
晋
が
武
帝
の
時
、
景
・
文
廟
を
同
じ
く
し
、
廟
は
六

代
た
り
と
雖
も
、
其
の
実
は
七
主
な
り
。
元
帝
・
明
帝
に
至
り
廟
は
皆
な
十
室
。

〈
故
に
〉
賀
循
曰
く
、
廟
は
容
主
を
以
て
限
と
為
し
、
而
う
し
て
常
数
無
し
」

と
。
是
に
於
て
代
宗
を
復
祔
し
、
而
ち
敬
宗
・
文
宗
・
武
宗
を
以
て
同
じ
く
一

代
と
為
す
。

（
二
）

何
休
、
公
羊
伝
が
文
公
二
年
〝
僖
公
ヲ
躋
ス
〟
を
解
し
謂
く
「
惠

公
は
荘
公
と
与
に
当
に
同
じ
く
南
面
西
上
す
べ
し
、
隠
・
桓
は
閔
・
僖
と
与
に

当
に
同
じ
く
北
面
西
上
す
べ
し
」
と
。

（
三
）

大
祫
に
拠
れ
ば
此
く
の
如
し
、
則
ち
廟

中
昭
穆
の
序
も
亦
た
之
に
従
い
て
易
え
ざ
る
な
り
。
鄞
が
万
斯
大
、
之こ

れ

に
本
づ

き
説
を
立
て
て
謂
く
「
廟
制
当
に
王
制
の
言
に
一
準
す
べ
し
。
太
祖
而
下
、
其

れ
父
死
し
子
継
ぐ
の
常
為
れ
ば
、
則
ち
一
廟
一
主
、
三
昭
三
穆
に
し
て
少
き
を

得
ず
。
其
れ
兄
弟
相
い
継
ぐ
の
変
為
れ
ば
、
則
ち
同
廟
異
室
に
し
て
、
亦
た
三

昭
三
穆
に
し
て
多
き
を
得
ず
。
考
工
記
匠
人
営
国
の
載
す
所
を
観
る
に
、

（
四
）

世
室
・

明
堂
は
皆
な
五
室
な
り
、
則
ち
同
廟
異
室
た
る
を
知
る
。
古
人
或
い
は
已
に
其

の
変
に
通
づ
る
者
有
り
。正
に
指
し
て
後
人
の
臆
見
と
為
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
」

と
。

（
五
）〈

記
に
曰
く
、
諸こ

れ

ヲ
義
ニ
協あ

わ

セ
テ
協あ

ハ
バ
、
則
チ
礼
ハ
先
王
ニ
未
ダ
之
有

ラ
ズ
ト
雖
モ
、
義
ヲ
以
テ
起
コ
ス
可
キ
ナ
リ
と

（
六
）

。〉
然
れ
ば
則
ち
賀
循
の
論
、

後
王
の
式
為
る
可
し
。（『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
、
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
一
四

「
兄
弟
不
相
為
後
」）

（ 

一
）
北
宋
・
劉
敞
『
公
是
集
』
巻
四
一
「
為
兄
後
議
」。『
宋
文
鑑
』
巻

一
〇
五
に
も
掲
載
。

（
二
）『
新
唐
書
』
巻
一
三
、
礼
楽
志
三
。

（ 

三
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
三
、
文
公
二
年
、
伝
「
其
逆

祀
奈
何
先
禰
而
後
祖
也
」、
疏
「
春
秋
、
惠
公
与
荘
公
当
同
南
面
西
上
、
隠

桓
与
閔
僖
当
同
北
面
西
上
。
継
閔
者
在
下
、
文
公
縁
僖
公
於
閔
公
為
庶
兄
置

僖
公
於
閔
公
上
、
失
先
後
之
義
、
故
譏
之
伝
曰
後
祖
者
、
僖
公
以
臣
継
閔
公

猶
子
継
父
故
閔
公
於
文
公
亦
猶
祖
也
。
自
先
君
言
之
、
隠
桓
及
閔
僖
各
当
為

兄
弟
、
顧
有
貴
賤
耳
。
自
継
代
言
之
有
父
子
君
臣
之
道
。
此
御
儀
逆
順
各
有

所
施
也
」。

（ 

四
）
十
三
経
注
疏
『
周
礼
注
疏
』
巻
四
一
・
冬
官
・
匠
人
、「
夏
后
世
室
堂

脩
二
七
広
四
脩
」「
五
室
三
四
歩
四
三
尺
」、
賈
公
彦
疏
「
釈
曰
云
五
室
象
五

行
者
、
以
其
宗
廟
制
如
明
堂
、
明
堂
之
中
有
五
天
帝
・
五
人
帝
・
五
人
神
之

坐
皆
法
五
行
、
故
知
五
室
象
五
行
」。

（ 

五
）
万
斯
大
「
兄
弟
同
昭
穆
」。『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
や
『
皇
清
経
解
』
巻

四
九
に
転
載
。
顧
炎
武
が
参
照
し
た
の
は
、『
学
礼
質
疑
』
巻
二
で
あ
ろ
う
。

（ 

六
）
十
三
経
注
疏
『
礼
記
注
疏
』
巻
二
二
、
礼
運
「
故
礼
也
者
義
之
実
也
、

協
諸
義
而
協
、
則
礼
雖
先
王
未
之
有
、
可
以
義
起
」。

　

顧
炎
武
（
一
六
一
三
～
一
六
八
二
年
）
は
鄞
県
（
寧ニ

ン

波ポ
ー

）
出
身
の
万
斯
大
と
同
時

代
の
人
で
清
朝
に
は
出
仕
せ
ず
、
各
地
を
歴
訪
し
な
が
ら
考
証
・
著
述
に
励
ん
だ
明

末
清
初
の
一
大
学
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
兄
弟
間
継
承
が
慣
例
的
で
あ
っ
た
殷
を
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取
り
上
げ
、
東
晋
の
賀
循
・
徐
邈
ら
の
所
見
、
そ
し
て
万
斯
大
の
「
兄
弟
同
昭
穆
」

を
検
討
し
妥
当
と
し
て
い
る
。
顧
炎
武
の
一
篇
は
万
斯
大
・
蔡
徳
晋
に
依
拠
し
て
〝
兄

弟
同
昭
穆
論
〟
〝
同
堂
異
室
〟
を
採
用
し
た
い
琉
球
側
に
と
っ
て
有
益
と
い
え
る
。

② 

任
氏
啓
運
曰
く
「
同
堂
異
室
は
西
を
以
て
上
と
為
す
。
朱
子
、
其
の
失
は
漢
の

明
帝
に
始
ま
る
と
謂
う

（
一
）

。
蓋
し
別
か
ち
て
一
室
と
為
せ
ば
、
則
ち
深
広
以
て
俎

豆
を
容
る
る
に
足
ら
ず

（
二
）

、
而
う
し
て
合
し
て
一
廟
と
為
せ
ば
、
則
ち
太
祖
に
事

う
る
者
は
既
に
褻み

だ

れ
て
厳

と
う
と

ば
ず
、
親
廟
に
事
う
る
者
も
又
た
厭い

と

い
て
尊
ば
ざ
る

な
り

（
三
）

。
然
る
に
愚
謂お

も

え
ら
く
、
礼
に
経
有
り
権
有
り
、
朱
子
の
説
、
父
子
祖
孫

当
に
廟
を
異
に
し
て
堂
を
同
に
す
べ
き
を
論
ず
る
を
以
て
す
る
者
の
み
、
兄
弟

の
嗣
位
の
若
き
は
当
に
此
を
以
て
拘
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り

（
四
）

。〈
朱
子
、
祫
禘
を

議
す
る
に
太
祖
を
以
て
昭
と
為
し

（
五
）

、
太
宗
を
穆
と
為
し
、
欽
宗
を
昭
と
為
し
、

高
宗
を
穆
と
為
す
。
蓋
し
宋
制
に
因
り
て
言
う

（
六
）

。〉
欽
宗
〈
・
高
宗
〉
は
当ま

さ

に

一
世
と
為
し
て
同と

も

に
祧
す
べ
し
と
の
一
疏
を
観
れ
ば
、
則
ち
朱
子
の
昭
は
常
に

昭
為
り
穆
は
常
に
穆
為
り
と
云
う
は
定
論
為
る
を
知
る
、〈
而
れ
ど
も
欽
は
昭
、

高
は
穆
の
説
、
確
論
に
非
ざ
る
な
り

（
七
）

。
故
に
兄
弟
の
嗣
位
は
必
ず
同
堂
異
室
に

し
て
並
祔
し
同
に
祧
す
な
り

（
八
）

〉」
と
。（『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
）

（ 

一
）
任
啓
運
「
朝
廟
宮
室
考
」（『
皇
清
経
解
続
編
』
巻
二
〇
所
収
）
お
よ
び

同
『
礼
記
章
句
』
巻
八
祭
法
を
参
照
。

（
二
）
こ
の
一
文
、
典
拠
不
詳
。

（
三
）「
事
所
以
始
祖
者
褻
而
不
尊
、
親
又
厭
而
不
仲
」。

（
四
）
こ
の
一
文
、
典
拠
不
詳
。

（
五
）「
朱
子
義
祫
禘
」。

（
六
）「
蓋
徇
宋
之
失
礼
」。

（
七
）「
而
欽
昭
高
穆
為
徇
時
失
而
非
定
論
」。

（
八
）
こ
の
一
文
、
典
拠
不
詳
。

　

任
啓
運
は
雍
正
年
間
（
一
七
二
三
～
一
七
三
五
）
の
進
士

）
14
（

。
こ
こ
で
は
、
主
と
し

て
朱
子
も
同
廟
異
室
の
廟
制
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
朱
子
の
昭
穆
論
は
、
昭
位

の
神
主
は
い
つ
ま
で
も
昭
に
属
し
、
穆
位
の
神
主
も
同
様
に
相
互
に
不
変
で
あ
り
、

君
主
の
場
合
、
昭
穆
は
世
代
を
問
わ
ず
即
位
の
順
序
を
示
し
兄
弟
で
も
昭
穆
が
異
な

る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
近
世
中
国
の
大
方
の
認
識
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
略
さ

れ
た
部
分
も
合
わ
せ
て
読
む
と
、
任
啓
運
の
言
説
は
宋
朝
特
有
の
事
情
の
反
映
と
み

な
し
朱
子
の
主
張
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
を
秦
蕙
田
は
先
人
の
万
斯
大
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
と
評
す
る

）
15
（

。
順
列
と
し

て
神
主
の
昭
穆
が
不
変
と
い
う
朱
子
の
前
提
も
宗
廟
制
度
と
の
整
合
性
を
は
か
る
上

で
難
点
と
な
る
。
こ
と
に
同
廟
異
室
の
廟
制
で
は
太
祖
を
起
点
と
し
て
西
か
ら
東
な

い
し
左
右
に
廟
室
が
展
開
す
る
の
で

）
16
（

、
廟
室
の
昭
穆
を
固
定
化
す
る
と
、
神
主
の
昭

穆
が
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
固
定
化
し
な
い
と
世
代
の
序
列
が
反
映
さ
れ
な

い
こ
と
が
乾
隆
期
の
孔
継
汾
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
周
九
廟
之
図

并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

）
17
（

。
な
お
、
円
覚
寺
太
廟
で
は
尚
円
王
を

中
心
に
左
右
に
神
主
を
奉
安
し
、
そ
の
尊
卑
の
序
列
が
変
わ
る
た
び
に
左
右
を
移
動

す
る
の
で
、
神
主
の
昭
穆
不
変
の
理
念
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
同
廟
異
室
の
説
に
依
拠
す
る
と
、
一
棟
の
み
の
太
廟
に
部
屋
を
設
け
ず
に

済
む
し
、
同
じ
昭
穆
で
の
継
承
を
受
け
て
部
屋
を
分
割
す
る
ま
で
も
な
い
。
一
つ
の

祭
壇
上
で
神
主
を
隔
て
る
仕
切
り
さ
え
必
須
で
は
な
く
、
安
置
す
る
場
所
と
移
す
機

会
さ
え
原
則
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
け
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
広
く
解
釈
で
き
る
同

廟
異
室
の
制
は
琉
球
側
に
と
っ
て
最
も
適
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

③ 

蔡
氏
曰
く
、
特た

だ

是
父
死
し
子
継
げ
ば
、
昭
穆
の
廟
は
其
の
常
を
得
た
り
、
如も

し

兄
終
り
弟
及
ぶ
、
或
い
は
兄
を
以
て
弟
を
継
ぎ
、
叔
を
以
て
姪
を
継
が
ば
、
則

ち
昭
穆
の
廟
は
其
の
変
に
際あ

う
。
之
を
商
書
に
考
う
る
に
「
七
世
ノ
廟
」
と
云

－ 13 －
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う
、

（
一
）

而
ち
礼
に
天
子
七
廟
、
三
昭
三
穆
、
太
祖
の
廟
と
七
、
則
ち
一
世
毎
に
而

ち
一
廟
な
る
は
明
ら
か
な
り
。
故
に
父
子
昭
穆
を
異
に
し
て
各
一
世
為
り
、
兄

弟
昭
穆
を
同
じ
う
し
て
並
び
に
一
世
為
り
、
各
一
世
為
れ
ば
則
ち
祖
に
祔
し
而

う
し
て
各
一
廟
に
居
り
並
び
に
一
世
と
為
し
即
ち
其
の
兄
に
祔
し
同
じ
く
一
廟

に
居
り
て
其
の
室
を
異
に
す
。
蓋
し
礼
に
祔
は
必
ず
其
の
昭
穆
を
以
て
す
。
故

に
孫
は
祖
に
祔
し
子
は
父
に
祔
さ
ず
、
弟
は
兄
に
祔
す
可
し
。
士
虞
礼
の
謂
う

所
の
「
其
ノ
班
ヲ
以
テ
祔
ス
」
な
り
と
。

（
二
）

而
ち
同
班
の
廟
は
皆
な
毀
ち
、
弟
は

兄
に
祔
せ
ば
、
則
ち
祔
有
り
て
遷
す
所
無
く
、
亦
た
祧
す
所
無
く
、
但
だ
其
の

兄
の
廟
の
室
を
毀
ち
並
び
に
二
室
と
為
し
、
兄
は
第
一
室
に
居
り
、
弟
は
第
二

室
に
居
る
の
み
。
如
し
三
人
祔
す
れ
ば
、
則
ち
並
び
に
三
室
と
為
し
、
一
は
中

に
居
り
、
二
は
左
に
居
り
、
三
は
右
に
居
る
。
四
人
祔
す
れ
ば
則
ち
並
び
に
四

室
と
為
し
、
一
は
中
の
左
に
居
り
、
二
は
中
の
右
に
居
り
、
三
は
左
に
居
り
、

四
は
右
に
居
る
。
五
人
祔
す
れ
ば
則
ち
並
び
に
五
室
と
為
し
、一
は
中
に
居
り
、

二
は
中
の
左
に
居
り
、
三
は
中
の
右
に
居
り
、
四
は
左
に
居
り
、
五
は
右
に
居

る
。
古
者
の
廟
は
皆
な
五
室
有
り
。
故
に
五
人
並
祔
し
て
多
き
を
嫌

う
た
が

わ
ず
、
廟

後
の
寝
、
其
の
室
数
も
亦
た
廟
に
同
じ
く
、
而
ち
各
其
の
廟
主
の
衣
冠
を
蔵
む

な
り
。
如
し
弟
先
に
立
ち
て
兄
之
を
継
げ
ば
亦
た
同
に
一
廟
に
祔
し
て
二
室
を

為
し
、
但
し
弟
は
当
に
第
一
室
居
る
べ
く
、
兄
は
当
に
第
二
室
に
居
る
べ
し
。

其
の
祫
祭
の
位
は
則
ち
弟
は
兄
と
与
に
班
を
同
じ
く
す
、
而
う
し
て
兄
は
必
ず

弟
の
下
に
於
て
位
す
。
兄
弟
の
序
、
君
臣
を
先
に
せ
ざ
る
故
な
り
、
如
し
姪
先

に
立
ち
て
叔
之
を
継
げ
ば
、
則
ち
叔
は
当
に
姪
の
父
廟
に
於
て
祔
す
べ
し
、
而

う
し
て
其
の
室
を
異
に
す
、
然
る
に
姪
の
上
に
於
て
躋の

ぼ

す
を
嫌

う
た
が

わ
ざ
る
は
、
昭

穆
を
同
じ
く
す
れ
ば
則
ち
嫌
有
り
、
昭
穆
を
異
に
す
れ
ば
則
ち
嫌
い
無
き
な
れ

ば
な
り
。
太
廟
に
於
て
祫
祭
す
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
叔
は
必
ず
姪
の
子
と
与
に

班
を
同
じ
う
し
、
叔
姪
の
序
も
亦
た
君
臣
に
先
に
せ
ざ
る
故
な
り
。
兄
弟
既
に

同
廟
異
室
な
り
。
故
に
祔
す
れ
ば
則
ち
並
祔
す
。
遷
す
れ
ば
則
ち
並
遷
し
、
祧

す
れ
ば
同
に
祧
す
。
是
を
以
て
昭
穆
紊
れ
ず
し
て
廟
数
に
常
有
る
な
り
。

蕙
田
案
ず
る
に
、
蔡
氏
、
万
氏
の
説
を
推
広
し
、
曲
鬯
旁
通
し
、
殆
ん
ど
剰
義

無
し
、
是
に
由
り
、
宗
廟
不
易
の
制
、
古
今
の
事
勢
の
経
を
変
ぜ
し
が
、
守
る

可
く
し
て
権
に
達
す
可
し
。（『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
）

（ 

一
）
十
三
経
注
疏
『
尚
書
正
義
』
巻
八
、
商
書
、
咸
有
一
徳
「
嗚
呼
。
七
世

之
廟
、
可
以
観
察
徳
」。
伊
尹
が
殷
の
太
甲
に
対
し
君
主
の
徳
に
つ
い
て
述

べ
た
本
篇
は
偽
古
文
で
あ
る
。

（ 

二
）
十
三
経
注
疏
『
儀
礼
注
疏
』
巻
四
三
、「
明
日
以
其
班
祔
」、賈
公
彦
疏
「
孫

祔
祖
為
正
、
若
無
祖
則
祔
于
高
祖
、
以
其
祔
必
以
昭
穆
、
孫
与
祖
昭
穆
同
」。

　

上
の
蔡
徳
晋
の
文
章
は
原
典
の
ご
く
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
冒
頭
か
ら
抜

粋
し
て
い
る
「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
の
範
囲
内
に
あ
る

）
18
（

。
後
者
も
全

文
で
は
な
い
の
で
、
琉
球
の
廟
議
・
廟
制
に
と
っ
て
必
要
な
部
分
だ
け
が
選
択
さ
れ

た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
後
者
の
独
自
に
ま
と
め
た
と
思
し
き
総
括

の
文
章
に
替
え
て
、
万
斯
大
・
蔡
徳
晋
に
同
意
す
る
秦
蕙
田
の
所
見
の
冒
頭
の
一
文

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、こ
れ
を
裏
付
け
る
万
斯
大
の
所
説
が
示
さ
れ
る
。

【
三
―
七
】

① 

五
礼
通
考

万
氏
斯
大
曰
く
、
天
子
七
廟
、
固
よ
り
定
制
為
り
、
然
り
而
う
し
て
常
に
処
れ

改
ば
則
ち
明
ら
か
に
し
易
く
、
変
に
遇
わ
ば
則
ち
暁さ

と

り
難
し
。
何
を
ば
常
と
謂

わ
ん
父
死
し
子
継
ぐ
が
是
な
り
。
何
を
ば
変
と
謂
わ
ん
兄
終
り
弟
及
ぶ
、
或
い

は
兄
を
以
て
弟
を
継
ぎ
、
叔
を
以
て
兄
の
子
を
継
ぐ
の
類
が
是
な
り
。
経
伝
止

だ
其
の
常
を
道
べ
て
変
に
処
る
者
は
考
見
に
従
う
こ
と
無
し
。
唯た

だ

春
秋
が
僖
公

を
躋の

ぼ

す
の
一
事
、
三
伝
、
祖
禰
父
子
を
以
て
言
を
為
し
、
国
語
は
則
ち
直
昭
穆

を
異
に
す
る
を
謂
う
。

（
一
）

諸
家
の
注
疏
は
皆
な
謂
く
、
閔
は
弟
た
り
と
雖
も
先
に

－ 14 －
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君
為
り
、
僖
は
兄
た
り
と
雖
も
嘗
て
臣
為
り
、
臣
以
て
君
よ
り
先
に
す
可
べ
か

ら
ず
ざ
る
こ
と
、
猶な

お

子
の
以
て
父
よ
り
先
に
す
可
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
と
。
故

に
祖
禰
昭
穆
を
仮
り
喩
え
と
為
す
も
、
范
甯
独
り
之
を
然
と
せ
ず
、

（
二
）

胡
安
国
も

亦
た
兄
亡
び
弟
及
ぶ
を
以
て
易
世
と
為
す
。

（
三
）

愚
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
諸

家
の
善
く
伝
文
に
会
い
て
深
く
礼
意
を
得
た
る
者
為
り
。
蓋
し
嘗
て
之
を
思
う

に
、
昭
穆
の
義
を
為
す
は
太
廟
中
祫
祭
の
位
郷
よ
り
生
ず
、
而
ち
子
孫
之
に
因

り
以
て
其
の
世
次
を
定
む
、
故
に
父
子
昭
穆
を
異
に
し
、
而
う
し
て
兄
弟
は
則

ち
昭
穆
同
じ
。
左
伝
の
謂
う
所
の
太
伯
・
虞
仲
の
如
き
は
太
王
の
昭
な
り
、

（
四
）

虢

仲
・
虢
叔
は
王
季
の
穆
な
り
、

（
五
）

管
蔡
・
郕
・
霍
は
文
の
昭
な
り
、

（
六
）

・
晋
・
応
・

韓
は
武
の
穆
な
り
、

（
七
）

皆
な
一
定
に
し
て
易
う
可
か
ら
ず
、
虞
・
虢
・
管
蔡
の
諸

子
に
在
り
て
は
、

（
八
）

生
き
て
は
藩
封
に
列
す
と
雖
も
、
死
し
て
亦
た
先
王
の
廟
に

入
る
を
得
ず
、
然
り
而
う
し
て
昭
穆
の
称
、
太
伯
・
虞
仲
、
王
季
に
異
な
る
と

聞
か
ざ
る
な
り
、
虢
仲
・
虢
叔
、
文
王
に
異
な
る
と
聞
か
ざ
る
な
り
、
管
蔡
及

び

晋
而
下
、
武
王
・
成
王
に
異
な
る
と
聞
か
ざ
る
な
り
、
是こ

れ

則
ち
身
は
諸
侯

為
る
も
、
且
つ
天
子
が
昭
穆
の
班
と
異
に
す
る
に
与く

み

せ
ず
、
而
ち
兄
終
る
を
以

て
弟
之
に
及
ぶ
を
謂
う
が
如
し
、
故
に
即
ち
父
子
の
易
世
の
如
く
、
則
ち
設も

し

武
王
に
子
無
か
り
せ
ば
、
管
蔡
而
下
の
一
人
を
立
て
、
成
王
に
子
無
か
り
せ
ば
、

晋
而
下
の
一
人
を
立
つ
、
此
一
人
は
反
て
天
子
の
故
を
以
て
す
而
ち
昔
文
の

昭
為
る
者
、
今
且ま

さ

に
武
の
穆
為
ら
ん
、
昔
武
の
穆
為
る
者
、
今
更
に
成
の
昭
と

為
り
て
而
ち
可
な
ら
ん
か
、
故
に
父
子
昭
穆
を
異
に
し
、
兄
弟
の
昭
穆
同
じ
と

曰
う
。
此
至
当
不
易
の
理
な
り
。
兄
に
し
て
弟
を
継
ぐ
に
至
れ
ど
も
、
則
ち
弟

適
為
り
、
而
う
し
て
兄
庶
為
れ
ば
、
庶
は
適
に
並
ば
ず
。
又
た
昔
已
に
臣
為
る

故
に
兄
た
る
と
雖
も
弟
よ
り
加
う
る
を
得
ず
。
叔
に
し
て
兄
の
子
を
継
ぐ
に
本

よ
り
昭
穆
を
異
に
す
る
と
雖
も
亦
た
必
ず
之
を
先
廟
（
其
の
兄
の
廟
を
謂
う
）

に
進
め
、

（
九
）

始
め
て
兄
の
子
を
以
て
而
ち
叔
を
子
と
し
、
兄
を
以
て
而
ち
弟
を
孫

と
す
る
に
至
ら
ず
。
夫
く
の
若
き
廟
制
、
則
ち
王
制
の
言
に
一
準
す
れ
ば
、
太

祖
而
下
、
其
れ
為
父
死
し
子
継
ぐ
の
常
な
り
、
則
ち
一
廟
一
主
三
昭
三
穆
に
し

て
少
き
を
得
ず
、
其
れ
兄
弟
相
い
継
ぐ
の
変
為
れ
ば
、
則
ち
同
廟
異
室
も
亦
た

三
昭
三
穆
に
し
て
多
き
を
得
ず
。
考
工
記
匠
人
営
国
の
載
す
所
を
観
る
に
、
世

室
・
明
堂
皆
な
五
室
な
り
。

（
一
〇
）

周
の
同
廟
異
室
、
古
人
已
に
其
の
変
に
通
ず
る
者

有
る
を
知
る
、
正
に
之
を
指
し
後
人
の
臆
見
と
為
す
を
得
ざ
る
な
り
。
此
の
制

を
得
れ
ば
、
則
ち
位
置
井
然
と
し
て
、
殷
の
兄
弟
四
人
相
い
継
ぐ
が
如
き
と
雖

も
、
亦
た
豈
に
昭
多
く
穆
少
き
或
い
は
〔
昭
少
く
〕
穆
多
き
こ
と
有
り
、
馬
端

臨
の
謂
う
所
の
対
偶
偏
枯
の
慮
の
如
き
有
ら
ん
や
。
或
い
は
朱
子
の
図
、
以
て

常
に
処
る
可
く
し
て
以
て
変
に
処
る
可
か
ら
ず
。
故
に
孝
王
は
叔
を
以
て
子
の

列
に
居
り
、
弟
は
孫
の
行
に
処
り
、
遂
に
夷
王
を
し
て
穆
を
以
て
而
れ
ど
も
昭

に
居
ら
し
め
、
厲
王
は
昭
を
以
て
而
れ
ど
も
穆
に
居
る
。
蓋
し
亦
た
未
だ
此
の

制
を
酌
ま
ざ
る
な
り
。

蕙
田
案
ず
る
に
、
昭
穆
の
説
、
何
氏
洵
直
的あ

き

ら
か
と
為
し
、
朱
子
に
至
り
て
始

め
て
詳
然
た
り
。
馬
貴
与
に
猶な

お

昭
穆
偏
枯
・
祧
遷
紊
乱
の
疑
い
有
り
。
万
充
宗
、

兄
弟
昭
穆
を
同
じ
く
す
る
の
義
に
拠
り
、
定
め
て
同
廟
異
室
の
制
を
為
し
、
則

ち
世
次
紊み

だ

れ
ず
而
う
し
て
廟
制
に
常
有
り
。唯た

だ

先
儒
の
闕
を
補
う
の
み
な
ら
ず
、

直
ち
に
万
世
の
典
為
る
可
し
。（『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
）

（ 

一
）『
国
語
』
魯
語
上
「（
夏
父
弗
忌
）
曰
、
我
為
宗
伯
、
明
者
為
昭
、
其
次

為
穆
、
何
常
之
有
」。

（ 

二
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
穀
梁
伝
注
疏
』
巻
一
九
、
文
公
二
年
八
月
丁
卯
、

范
寧
注
「
臣
不
可
以
先
君
、
猶
子
不
可
以
先
父
、
故
以
昭
穆
父
祖
為
喩
。
寧

曰
即
之
於
伝
、
則
無
以
知
其
然
、
若
引
左
伝
以
釈
此
伝
、
則
義
雖
有
似
而
於

文
不
辨
、
高
宗
殷
之
賢
主
、
猶
祭
豊
于
禰
、
以
雉
雊
之
変
、
然
後
脩
常
礼
、

文
公
傎
倒
祖
考
、
固
不
足
多
怪
矣
。
親
謂
僖
、
祖
謂
荘
」。

（ 

三
）『
胡
氏
春
秋
伝
』
巻
一
四
「
説
礼
者
曰
、
世
指
父
子
非
兄
弟
也
。
然
三

伝
同
以
閔
公
為
祖
、
而
臣
子
一
例
、
是
以
僖
公
父
視
閔
公
為
礼
、
而
父
死
子

－ 15 －
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継
、
兄
亡
弟
及
、
名
号
雖
不
同
、
其
為
世
一
矣
」。

（ 

四
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
一
二
、
僖
公
五
年
「
太
伯
・
虞
仲
、

太
王
之
昭
也
」。
太
伯
・
虞
仲
は
太
王
（
古
公
亶
父
）
の
子
で
王
季
（
文
王

の
父
季
歴
）
の
兄
。
后
稷
の
子
の
不
窋
か
ら
昭
穆
を
数
え
る
と
太
伯
・
虞
仲

は
昭
と
な
り
、
穆
の
太
王
を
直
接
継
ぐ
立
場
に
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

（ 

五
）
管
蔡
は
管
叔
鮮
・
蔡
叔
度
で
武
王
・
周
公
旦
の
兄
弟
。
管
叔
は
弟
の
周

公
旦
に
誅
殺
さ
れ
、
追
放
さ
れ
た
蔡
叔
度
の
子
蔡
仲
が
成
王
の
親
政
時
代
に

蔡
の
君
主
と
な
っ
た
。
郕
・
霍
は
武
王
・
周
公
旦
の
弟
成
叔
武
・
霍
叔
処
。

十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
五
五
・
定
公
四
年
「
五
叔
無
官
」、『
史

記
』
巻
三
五
・
管
蔡
世
家
を
参
照
。

（ 

六
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
一
二
、
僖
公
五
年
「
虢
仲
・
虢
叔
、

王
季
之
穆
也
」。
虢
仲
・
虢
叔
は
文
王
と
同
じ
く
王
季
の
子
で
あ
る
。
王
季

は
昭
な
の
で
、
そ
れ
を
継
ぐ
穆
に
あ
た
る
。

（ 

七
）『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
十
四
年
「
昔
、
周
公
弔
二
叔
之
不
咸
。
故
封

建
親
戚
、
以
藩
屏
周
室
。
管
・
蔡
・
郕
・
霍
・
魯
・
衛
・
毛
・
耼
・
郜
・
雍
・

曹
・
滕
・
畢
・
原
・
鄷
・
郇
、
文
之
昭
也
。

・
晋
・
応
・
韓
、
武
之
穆
也
」。

武
王
は
昭
な
の
で
、
そ
の
継
承
者
は
穆
と
な
る
。

（ 

八
）
虞
は
叔
虞
（
武
王
の
子
、
成
王
の
弟
）。
唐
に
封
じ
ら
れ
、
そ
の
子
孫

が
国
号
を
晋
に
改
め
た
。『
史
記
』
巻
三
九
・
晋
世
家
を
参
照
。

（
九
）「
謂
其
兄
廟
」。『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
の
割
注
。

（ 

一
〇

）
十
三
経
注
疏
『
周
礼
注
疏
』
巻
四
一
・
冬
官
・
匠
人
の
疏
。【
二
―
七
】

『
日
知
録
』
抜
粋
の
（
四
）
を
参
照
。

　

万
斯
大
の
「
兄
弟
同
昭
穆
」
が
顧
炎
武
の
支
持
を
得
た
こ
と
は
、
す
で
に
【
二
―

七
】
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
〝
易
世
〟
と
は
父
か
ら
子
へ
と
世
代
交
替
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
周
の
王
室
と
姫
姓
の
諸
侯
と
の
間
で
も
ル
ー
ツ
は
変

わ
ら
ず
昭
穆
は
一
致
し
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、「
兄
の
子
を
以
て
而
ち

叔
を
子
と
し
、
兄
を
以
て
而
ち
弟
を
孫
と
す
る
」
と
い
う
原
則
に
立
脚
す
る
と
、
弟

が
兄
の
子
を
継
ぐ
こ
と
で
、
そ
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
叔
父
が
甥
を
継
ぐ
と

甥
の
子
に
な
り
、
そ
れ
は
兄
の
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
魯
の
文
公
が

閔
公
を
祖
父
と
し
、
北
宋
の
真
宗
が
太
祖
を
祖
父
と
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
琉
球
に
敷
衍
す
る
と
、
尚
成
王
の
叔
父
尚
灝
王
は
そ
の
子
と
な
り
、
兄

尚
温
王
の
孫
に
な
る
。
実
際
、
尚
泰
王
に
と
っ
て
尚
温
王
の
王
妃
聞
得
大
君
は
伯
祖

母
の
続
柄
で
あ
る
が
、
そ
の
公
式
の
称
謂
は
国
高
祖
母
と
さ
れ
、
尚
灝
王
の
王
妃
佐

敷
按
司
加
那
志
は
そ
の
下
の
世
代
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
尚
灝
王
が
甥
の
尚
成
王
を
先
代
と
し
て
即
位
の
序
列
を
明
確
に

し
つ
つ
も
、
兄
弟
の
昭
穆
が
同
じ
と
い
う
原
理
に
立
脚
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
太
廟

や
寝
廟
で
の
神
主
配
置
と
祭
祀
を
受
け
る
期
間
が
定
ま
り
、
世
代
の
尊
卑
と
即
位
序

列
の
ね
じ
れ
を
解
消
す
る
展
望
が
開
け
る
。
こ
の
構
想
が
東
国
興
の
脳
裏
に
な
か
っ

た
と
は
考
え
が
た
い
。

②
春
秋
日
講

八
月
丁
卯
、
大
廟
ニ
大
事
ア
リ
、
僖
公
ヲ
躋
ス
。

大
事
と
は
何
ぞ
や
大
祫
な
り
。
四
時
の
祭
に
分
つ
こ
と
有
り
合
す
こ
と
有
り
。

群
廟
の
主
を
合
し
大
廟
に
於
て
升
祭
し
祫
と
為
し
、
毀
主
を
並
祭
し
大
祫
と
為

す
。
大
祫
は
三
年
一
挙
、
五
年
に
又
た
挙
ぐ
。
故
に
「
五
年
而
再
殷
祭
」
と
曰

う
。
祭
に
名
を
書
す
は
非
礼
を
譏
る
な
り
。
時
祭
は
有
事
と
称
し
、
大
祫
は
大

事
と
称
す
れ
ば
、
則
ち
常
礼
な
り
。
譏
り
は
祭
に
在
ら
ざ
る
な
り
、
躋
升
に
あ

り
。
父
死
し
子
継
げ
ば
易
世
と
為
し
、
兄
終
り
弟
及
べ
ば
同
世
と
為
す
。
同
世

は
昭
穆
を
殊
に
せ
ず
、
而
ち
先
後
を
以
て
次
と
為
す
。
僖
は
兄
た
る
と
雖
も
嘗

て
閔
に
臣
た
る
に
、
閔
の
上
に
升
居
す
。
親
を
以
て
義
を
乱
し
礼
に
非
ざ
る
こ

と
甚
だ
し
。（『
御
纂
春
秋
直
解
』
巻
六
、
文
公
二
年
）
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春
秋
日
講
と
は
康
熙
帝
の
御
前
講
義
録
と
し
て
成
立
し
た
『
日
講
春
秋
解
義
』
を

指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
部
分
は
乾
隆
二
三
年
（
一
七
五
八
）
奉
勅
撰
の
『
御

纂
春
秋
直
解
』
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
魯
の
文
公
が
父
の
僖
公
を
先
君
の
叔
父
閔
公

よ
り
上
座
に
し
て
祫
祭
を
行
っ
た
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。『
春
秋
』
文
公

二
年
の
経
文
に
お
け
る
「
大
事
」
と
は
異
常
事
態
で
は
な
く
大
祭
を
指
す

）
19
（

。
こ
の
経

文
で
は
、
兄
弟
間
の
継
承
で
は
世
代
交
替
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
決
し

て
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
即
位
の
順
序
を
子
と
し
て
の
立
場
か
ら
大
祭

に
お
け
る
礼
の
趣
旨
と
作
法
を
乱
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は

〝
逆
祀
〟
と
し
て
東
国
興
が
重
視
し
て
い
た
問
題
で
あ
る

）
20
（

。
そ
の
譏
り
を
避
け
る
た

め
に
は
、
尚
灝
王
・
尚
育
王
父
子
の
先
君
尚
温
王
・
尚
成
王
父
子
の
祭
祀
に
つ
い
て

礼
に
適
う
法
式
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
春
秋
欽
定
案

兄
弟
昭
穆
の
廟
制
と
五
年
再
び
殷
祭
の
説
、
諸
家
の
説
紛
然
と
し
て
一
な
ら

ず
、
皆
な
以
て
辨
ず
可
か
ら
ず
。
祭
統
に
曰
く
「
昭
穆
ハ
以
テ
父
子
・
遠
近
・

長
幼
・
親
疏
ノ
序
ヲ
別
チ
テ
乱
ル
所
無
カ
ラ
シ
ム
」
と
。
周
礼
小
宗
伯
、
廟
祧

の
昭
穆
を
辨
ず
。
鄭
注
に
曰
く
「
始
祖
よ
り
の
後
、
父
は
昭
為
り
、
子
は
穆
為

り
」
と
。
賈
疏
に
曰
く
「
周
、
后
稷
の
廟
を
以
て
始
祖
と
為
し
、
不
窋
は
父
と

て
昭
為
り
、
鞠
は
子
と
て
穆
為
り
、
此
従
り
以
後
皆
な
父
は
昭
為
り
子
は
穆
為

り
」
と
。

（
一
）

是
の
故
に
父
子
昭
穆
を
異
に
し
、
兄
弟
の
昭
穆
同
じ
く
、
弟
は
必
ず

兄
の
後
と
為
る
可
か
ら
ず
、
子
は
必
ず
父
の
孫
と
為
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
小

宗
伯
の
辨
を
為
す
所
の
者
は
、
恐
ら
く
は
其
れ
父
子
兄
弟
の
序
の
乱
有
り
て
之

を
辨
ず
る
な
り
。
三
伝
及
び
胡
伝
の
如
き
は
、
皆
な
閔
・
僖
を
以
て
父
子
と
為

し
、
則
ち
是
を
以
て
兄
弟
の
後
と
為
り
、
子
を
以
て
父
の
孫
と
為
し
、
其
の
昭

穆
の
序
を
乱
す
や
甚
だ
し
。
鄭
氏
謂
く
「
商
六
廟
、
契せ

つ

よ
り
湯と

う

に
至
り
二
昭
二

穆
」
と
。

（
二
）

之
を
殷
本
紀
に
考
う
る
に
、
陽
申
・
盤
庚
・
小
辛
・
小
乙
兄
弟
四
王
、

如
も

果
し
兄
弟
昭
穆
を
異
に
す
れ
ば
各
一
代
為
り
、
則
ち
武
丁
の
祭
将ま

さ

に
上

た
っ
と

び
祖

に
及
ぶ
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん
。
晋
の
賀
循
謂
く
「
礼
に
、兄
弟
相
い
後
と
為
ら
ず
、

代
を
承
く
る
を
以
て
世
と
為
す
を
得
ず
」
と
。

（
三
）

又
た
謂
く
「
兄
弟
相
い
代
わ
れ

ば
、
則
ち
共
に
是
一
代
、
昭
穆
の
位
同
じ
、
二
廟
を
兼
毀
す
る
を
得
ざ
る
は
礼

の
常
例
な
り
。
殷
の
盤
庚
は
陽
申
を
継
が
ず
、
而
ち
先
君
を
上
び
継
ぎ
弟
を
以

て
兄
を
継
が
ざ
る
故
な
り
」
と
。

（
四
）

華
恒
謂
く
「
兄
弟
旁
及
は
礼
の
変
な
り
。
宜

し
く
神
主
を
為
し
室
を
立
て
、
当
に
室
を
以
て
神
主
を
限
る
べ
か
ら
ず
」
と
。

（
五
）

又
た
謂
く
「
廟
は
当
に
容
主
を
以
て
限
と
為
し
、
常
数
に
拘
わ
る
る
こ
と
無
か

れ
」
と
。

（
六
）

又
謂
く
「
七
を
以
て
正
と
為
す
も
、
之
を
七
室
に
限
ら
ず
、
兄
弟
有

る
と
雖
も
、旁
及
は
昭
穆
を
越
え
ず
」
と
。

（
七
）

温
嶠
謂
く
「
兄
弟
代
を
同
じ
く
し
、

恩
に
於
て
既
に
順
、
義
に
於
て
否
無
し
」
と
。

（
八
）

唐
の
礼
官
謂
く
「
兄
弟
相
い
後

と
為
ら
ず
、
昭
穆
と
為
す
を
得
ず
、
晋
が
武
帝
の
時
、
景
・
文
廟
を
同
じ
く
し
、

廟
は
六
代
た
り
と
雖
も
、
其
の
実
は
七
主
な
り
。
元
帝
・
明
帝
に
至
り
廟
皆
な

十
室
」。

（
九
）

宋
の
礼
官
も
亦
た
謂
く
「
兄
弟
統
を
継
が
ば
、
同
に
一
代
為
り
。
魯

の
隠
・
桓
の
継
及
み
な
穆
位
に
当
る
。
殷
の
陽
申
よ
り
小
乙
に
至
る
兄
弟
四
人

相
い
承
け
、
故
に
嗣
子
と
称
さ
ず
、
而
ち
王
に
及
ぶ
と
称
す
。
兄
の
統
を
継
が

ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
唐
の
中
・
叡
皆
な
昭
位
に
処
り
、
敬
・
文
・
武

の
昭
穆
は
同
じ
く
一
世
為
り
」「
伏
し
て
請
う
ら
く
は
、
大
祭
ご
と
太
祖
・
太

宗
の
昭
穆
同
位
な
れ
ば
、
祝
文
並
び
に
孝
子
と
称
さ
ん
こ
と
を
」。
又
た
謂
え

ら
く
「
兄
弟
は
一
体
に
し
て
、
父
子
の
道
無
し
」「
父
昭
為
れ
ば
子
穆
為
る
は
、

不
刊
の
典
な
り
」
と
。

（
一
〇
）

此
に
拠
り
、
歴
代
礼
官
の
議
、
何
氏
・
孔
子
の
言
に
合

わ
す
れ
ば
以
て
四
伝
の
謬
り
を
為
す
を
知
る
可
し
。
汪
氏
克
寛
、
情
理
を
斟
酌

し
、
善
を
尽
す
と
謂
う
可
し
。（『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
巻
一
七
、
文
公
二
年
、

八
月
丁
卯
大
事
于
大
廟
躋
僖
公
）

（ 

一
）
十
三
経
注
疏
『
周
礼
注
疏
』
巻
一
九
春
官
・
小
宗
伯
「
辨
廟
祧
之
昭
穆
」、

鄭
注
「
祧
遷
之
主
所
蔵
之
廟
、
自
始
祖
之
後
、
父
曰
昭
、
子
曰
穆
」、
賈
公

－ 17 －

－ 218 －



琉球大学教育学部紀要　第 102 集

彦
疏
「
周
以
文
武
為
二
祧
、
文
王
第
称
穆
、
武
王
第
称
昭
、
当
文
武
後
、
穆

之
木
主
入
文
王
祧
、
昭
之
木
主
入
武
王
祧
、
故
云
遷
主
所
蔵
之
廟
曰
祧
也
、

云
自
始
祖
之
後
、
父
曰
昭
子
曰
穆
者
、
周
以
后
稷
廟
為
始
祖
、
特
立
廟
不
毀
、

即
従
不
窋
已
後
為
数
、
不
窋
父
為
昭
、
鞠
子
為
穆
、
従
此
以
後
皆
父
為
昭
子

為
穆
、
至
文
王
十
四
世
、
文
王
第
称
穆
。

（ 

二
）
十
三
経
注
疏
『
礼
記
注
疏
』
巻
一
二
王
制
、
鄭
注
「
殷
則
六
廟
、
契
及

湯
与
二
昭
二
穆
」。

（
三
）『
晋
書
』
巻
六
八
、
賀
循
伝
。

（
四
）『
通
典
』
巻
五
一
「
兄
弟
不
合
継
位
昭
穆
議
（
東
晋
）」
を
参
照
。

（ 

五
）『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」
に
「
七
代
制
之
正
也
、
若
兄

弟
旁
及
、
礼
之
変
也
。
則
宜
為
神
主
立
室
、
不
宜
以
室
限
神
主
。
今
有
七
室
、

而
神
主
有
十
、
宜
当
別
立
。
臣
為
聖
朝
已
従
漢
制
。
今
聖
上
継
武
帝
、
廟
之

昭
穆
、
四
代
而
已
」
と
あ
る
。

（ 

六
）『
宋
書
』
巻
一
五
礼
志
三
「
今
上
承
継
武
帝
、而
廟
之
昭
穆
、四
世
而
已
。

前
太
常
賀
循
・
博
士
傅
純
以
為
惠
・
懐
及
愍
宜
別
立
廟
。
然
臣
愚
謂
廟
室
当

以
容
主
為
限
、無
拘
常
数
。
殷
世
有
二
祖
三
宗
、若
拘
七
室
、則
當
祭
禰
而
已
。

推
此
論
之
、
宜
還
復
豫
章
・
潁
川
、
全
祠
七
廟
之
礼
」。『
晋
書
』
巻
一
九
礼

志
上
、『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」
も
参
照
。

（ 

七
）『
通
典
』
巻
四
八
「
兄
弟
相
継
蔵
主
室
」
に
「
知
以
七
為
正
、
不
限
七

室
。
故
雖
有
兄
弟
旁
及
、
至
禘
祫
不
越
昭
穆
、
則
章
郡
・
穎
川
宜
全
七
代
之

礼
」
と
あ
る
。

（ 

八
）『
宋
史
』
巻
一
〇
六
礼
志
、
真
宗
・
至
道
三
年
の
廟
議
の
一
節
に
「
夫

兄
弟
同
世
、
於
恩
既
順
、
於
義
無
否
」
と
あ
る
。

（
九
）『
新
唐
書
』
巻
一
三
礼
学
三
、
宣
宗
即
位
後
の
廟
議
。

（
一
〇

）『
宋
史
』
巻
一
〇
六
礼
志
、
真
宗
・
至
道
三
年
の
廟
議
。

　

こ
の
春
秋
欽
定
案
の
典
拠
は
、
康
煕
三
八
年（
一
六
九
九
）奉
勅
撰
の
『
欽
定
春
秋

伝
説
彙
纂
』
と
す
べ
き
で
あ
る

）
21
（

。
こ
の
書
は
三
伝
に
加
え
て
一
定
の
権
威
を
も
っ
て

い
た
宋
・
胡
安
国
の
『
春
秋
伝
』
を
当
代
の
学
者
に
検
証
さ
せ
、
そ
の
経
義
か
ら
の

乖
離
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
礼
記
』
祭
統
に

加
え
、
周
の
始
祖
后
稷
の
子
不
窋
と
孫
の
鞠
か
ら
昭
穆
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
前

提
に
て

）
22
（

、『
周
礼
』
春
官
・
小
宗
伯
の
経
文
「
辨
廟
祧
之
昭
穆
」
に
お
け
る
唐
・
賈

公
彦
の
疏
に
着
目
し

）
23
（

、
三
伝
・
胡
伝
が
閔
公
・
僖
公
兄
弟
を
即
位
の
順
序
に
よ
り
父

子
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
難
と
し
、
鄭
玄
が
示
す
殷
の
故
事
、
東
晋
と
唐

代
の
廟
議
、
北
宋
三
代
皇
帝
真
宗
の
太
祖
・
太
宗
に
対
す
る
称
謂
問
題
と
結
び
つ
け

て
い
る
。
こ
う
し
た
、
歴
代
礼
官
の
所
説
と
今
文
学
派
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
何
休
の

解
釈
そ
し
て
孔
子
の
真
意
に
照
ら
し
て
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
の
方
に
理
が
あ
る
と
い

う
康
煕
帝
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
抜
粋
の
効
用
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
、

清
朝
皇
帝
の
権
威
性
を
加
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
兄
弟
で
の
継
承
を
そ
れ
ぞ
れ
一

世
と
す
る
胡
伝
を
難
点
と
し
て
い
る
万
斯
大
の
主
張
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
汪
克
寛（
環
谷
先
生
）は
元
末
明
初
の
人
で
『
元
史
』
編
纂
に
従
事
し
た

）
24
（

。
援

用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
著
述
の
一
つ
で
あ
る
『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
で
あ
る

）
25
（

。

④
読
礼
通
考

乾
学
案
ず
る
に
、
真
宗
は
乃
ち
太
祖
が
従
子
な
り
、
而
う
し
て
斉
賢
〝
孝
孫
〟

と
称
す
る
こ
と
を
欲
す
れ
ば
、
則
ち
是こ

れ

太
宗
を
禰デ

イ

と
し
而
う
し
て
太
祖
を
祖
と

す
。
真
宗
、
太
祖
を
以
て
祖
と
為
せ
ば
、
則
ち
太
宗
は
当
に
太
祖
を
以
て
父
と

為
す
べ
き
も
、
常
情
に
由
り
て
之
を
言
う
も
の
鮮
な
し
。
驚
世
に
し
て
駭
俗
を

以お

為も

わ
ず
、
揆は

か

る
に
三
伝
が
禰
を
先
に
し
祖
を
後
に
す
る
を
譏
る
の
義
を
以
て

し
、
及
び
春
秋
が
先
公
を
祀
る
の
文
に
従
え
ば
、
則
ち
張
公
実ま

こ
とに

古
の
礼
に
達

す
る
者
な
り
。
都
省
集
議
の
礼
を
謂
う
が
若
き
は
、人
の
後の

ち

為
る
者
は
子
為
り
、

父
子
の
道
を
正
す
を
以
て
、
昭
穆
の
義
を
定
む
る
は
実
に
正
論
な
り
。
而
れ
ど
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も
乃
ち
祖
功
宗
徳
二
廟
の
説
に
拘
え
ら
る
れ
ば
、
則
ち
反
て
春
秋
の
旨
に
合
わ

ざ
ら
ん
。
礼
官
及
び
宋
湜
の
議
す
所
に
至
り
て
は
、
則
ち
俗
儒
相
い
沿
う
の
陋

説
に
し
て
、
烏い

ず

く
ん
ぞ
先
王
の
定
礼
を
論
ず
る
に
与
す
る
に
足
ら
ん
や
。（『
読

礼
通
考
』
巻
一
九
、
国
恤
二
）

　

徐
乾
学
（
一
六
三
一
～
一
六
九
四
年
）
は
康
煕
九
年
（
一
六
七
〇
）
の
進
士
。『
伝

是
楼
書
目
』
は
そ
の
浩
瀚
な
蔵
書
を
伝
え
て
い
る
。
顧
炎
武
の
甥
で
あ
り
康
煕
帝
の

信
認
厚
く
万
斯
同
（
万
斯
大
の
弟
）
を
明
史
館
に
招
く
な
ど
多
く
の
学
者
に
便
宜
を

は
か
っ
た
人
物
で
あ
る
が

）
26
（

、
こ
こ
で
は
『
春
秋
』
三
伝
の
義
に
拠
り
〝
兄
弟
異
昭
穆

論
〟
を
支
持
す
る
観
点
か
ら
、宋そ

う

湜し
ょ
くら

を
酷
評
し
て
い
る
。
宋
朝
は
趙
匡
胤
（
太
祖
）・

趙
匡
義
（
太
宗
）
兄
弟
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
。
太
宗
の
子
が
真
宗
で
あ
る
。
真
宗

の
亡
父
（
禰
）
が
太
宗
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
真
宗
の
伯
父
太
祖
の
称
謂
を

真
宗
の
「
祖
父
」
に
し
よ
う
と
す
る
戸
部
尚
書
張
斉
賢
ら
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
翰

林
学
士
宋
湜
ら
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
撤
回
さ
れ
た

）
27
（

。
こ
の
廟
議
の
背
景
に
は
、太
祖
・

太
宗
の
父
祖
を
太
廟
祭
祀
の
対
象
か
ら
外
す
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
少
な
く
と
も
宋
代
に
お
い
て
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
を
定
着
さ
せ
る
意
義
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
徐
乾
学
の
没
後
に
出
た
『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
で
も
こ
の
廟
議
に

つ
い
て
肯
定
的
に
言
及
し
て
い
る
が
、
徐
乾
学
は
経
書
上
の
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
踏
み
込
ん
で
い
た
。

⑤
読
礼
通
考

乾
学
案
ず
る
に
、
公
羊
の
説
に
「
禰
ヲ
先
ニ
シ
テ
祖
ヲ
後
ニ
ス
」
と
謂
い
、

（
一
）

穀

梁
の
説
に
「
親
ヲ
先
ニ
シ
テ
祖
ヲ
後
ニ
ス
」
と
謂
う
は
、

（
二
）

是こ
れ

明
ら
か
に
閔
公
を

祖
と
為
し
僖
公
を
父
と
為
す
を
指
す
な
り
。
即
ち
左
氏
が
「
子
ハ
斉
聖
タ
リ
ト

雖
モ
父
ヲ
リ
先
ニ
食
セ
ズ
」
の
説
、

（
三
）

其
の
義
も
亦
た
然
り
、
而
れ
ど
も
杜
預
・

范
寧
・
孔
穎
達
諸
家
皆
な
其
の
義
を
明
ら
か
に
せ
ず
。
何
休
・
楊
士
勛
の
解
、

之
を
得
れ
ど
も
亦
た
未
だ
尽
く
さ
ず
。
唯た

だ

賈
公
彦
が
「
冢
人
ハ
公
墓
ヲ
掌
ル
」

の
疏
、
最
も
三
伝
の
意
を
得
た
り
。
蓋
し
僖
は
閔
の
庶
兄
た
り
と
雖
も
而
れ
ど

も
既
に
其
の
統
を
承
く
れ
ば
、
則
ち
降
り
て
而
ち
子
と
為
る
な
り
。
閔
は
文
の

従
父
た
り
と
雖
も
而
れ
ど
も
既
に
僖
を
子
と
す
れ
ば
、
則
ち
尊
ば
れ
て
而
ち
祖

と
為
る
な
り
。
王
侯
の
家
、
臣
子
一
例
、
其
の
生
に
当
た
る
や
、
既
に
諸
父
昆

弟
を
以
て
臣
と
為
す
可
く
、
則
ち
其
の
死
す
る
や
、
豈
に
諸
父
昆
弟
を
以
て
子

と
為
す
可
か
ら
ざ
ら
ん
。
故
に
弟
に
し
て
兄
の
統
を
継
げ
ば
、
弟
は
即
ち
子
な

り
。
即
ち
兄
に
し
て
弟
の
統
を
継
げ
ば
、
兄
も
亦
た
子
な
り
。
今
、
文
公
、
僖

を
閔
の
上
に
躋の

ぼ

せ
ば
、是
禰デ

イ

を
祖
の
上
に
躋
す
な
り
。
故
に
公
羊
「
先
禰
後
祖
」

と
謂
い
、
穀
梁
「
先
親
後
祖
」
と
謂
い
、
而
う
し
て
左
氏
も
亦
た
其
の
子
父
よ

り
先
に
食
す
る
を
譏
る
な
り
。
杜
・
范
諸
子
の
解
の
若ご

如と

き
は
、
則
ち
三
伝
が

祖
禰
の
義
と
亦
た
大
い
に
相
い
刺
謬
せ
ざ
ら
ん
。

（
四
）

或
い
は
曰
く
兄
弟
以
て
子
と

為
す
可
べ
か
ら
ず
、
而
る
に
之
を
子
と
す
る
は
是
天
倫
の
序
を
乱
す
な
り
と
、

而
ち
可
な
ら
ん
か
。
曰
く
王
侯
の
礼
、
臣
庶
と
同
じ
か
ら
ず
、
王
侯
は
承
祧
を

以
て
重
き
と
為
す
、
其
の
祧
を
承
く
れ
ば
則
ち
之
を
子
と
為
す
と
。
閔
公
の
薨

ず
る
や
僖
公
三
年
の
喪
を
行
う
を
観
る
に
、

（
五
）

是
固も

と

よ
り
子
の
父
の
為た

め

の
服
な
り
。

既
に
子
の
服
を
服
し
て
子
の
名
を
正
さ
ざ
る
、
是
の
理
無
し
。
或
い
は
曰
く
是

く
の
若
く
古
に
兄
弟
昭
穆
同
じ
と
云
わ
ざ
る
か
、
而
る
に
奈い

か

ん何
ぞ
其
れ
之
を
乱

せ
ん
や
。
曰
く
此
亦
た
諸
儒
の
説
、
礼
経
に
未
だ
嘗
て
是
有
ら
ざ
る
な
り
。
若

し
兄
弟
果
た
し
て
昭
穆
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
夏か

父ほ

が
此こ

の

挙
、
昭
穆
原も

と

よ
り

未
だ
之
紊み

だ

れ
ざ
る
な
り
。
魯
の
有
司
何な

ん

為す

れ
ぞ
夏
父
を
責
む
る
に
昭
穆
に
非
ざ

る
を
以
て
す
る
か
。
乃
ち
魯
の
有
司
の
言
を
知
る
に
、
断
ず
る
に
賈
公
彦
が
周

礼
疏
を
以
て
正
と
為
し
、
而
う
し
て
孔
氏
が
昭
穆
に
仮
り
以
て
之
を
言
う
の
説

拠よ

る
に
以
て
信
と
為
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

附
録
。
賈
公
彦
が
「
冢
人
、
公
墓
ノ
地
ヲ
掌
ル
」
の
疏
に
曰
く
、
兄
死
し
弟
及

べ
ば
倶
に
君
為
れ
ば
、
則
ち
兄
弟
を
以
て
昭
穆
と
為
し
、
其
の
弟
已
に
臣
為
る
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を
以
て
、
臣
子
一
例
な
れ
ば
則
ち
父
子
が
如
し
、
故
に
昭
穆
を
別
に
す
る
や
必

ず
義
の
然
り
を
知
る
者
な
り
。

（
六
）（『

読
礼
通
考
』
巻
一
九
、
国
恤
二
）

（ 
一
）
十
三
経
注
疏
『
公
羊
伝
注
疏
』
巻
一
三
、
伝
文
「
大
事
者
何
大
祫
也
、

大
祫
者
何
合
祭
也
、
其
合
祭
、
奈
何
毀
廟
之
主
陳
于
太
祖
、
未
毀
廟
之
主
皆

升
合
食
于
大
祖
、
五
年
而
再
殷
祭
、
躋
者
何
升
也
、
何
言
乎
升
僖
公
、
譏
何

譏
爾
逆
祀
也
、
其
逆
祀
奈
何
先
禰
而
後
祖
也
」。

（ 

二
）
十
三
経
注
疏
『
穀
梁
伝
注
疏
』
巻
一
〇
、伝
文
「
大
事
者
何
大
是
事
也
、

著
祫
嘗
、
祫
祭
者
毀
廟
之
主
陳
于
太
祖
、
未
毀
廟
之
主
皆
升
合
祭
于
太
祖
、

躋
升
也
先
親
而
後
祖
也
逆
祀
也
」。

（ 

三
）
十
三
経
注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
一
八
、
伝
文
「
礼
無
不
順
、
祀
国

之
大
事
也
、
而
逆
之
可
謂
礼
乎
、
子
雖
斉
聖
不
先
父
食
久
矣
。
故
禹
不
先
鯀
、

文
武
不
先
不
窋
、
宋
祖
帝
乙
、
鄭
祖
厲
王
、
猶
上
祖
也
」。

（ 

四
）「
不
亦
大
相
刺
謬
哉
」。
杜
預
・
范
甯
ら
も
臣
は
ま
た
子
で
も
あ
る
と
い

う
道
理
を
謬

あ
や
ま

る
こ
と
に
つ
い
て
甚
だ
刺そ

し

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

（
五
）「
閔
公
之
薨
僖
公
行
三
年
之
喪
」、
典
拠
不
詳
。

（ 

六
）
十
三
経
注
疏
『
周
礼
注
疏
』
巻
二
二
、
疏
「
若
文
王
居
豊
、
武
王
居
鎬
、

平
王
居
於
洛
、
所
都
而
葬
、
即
是
造
塋
者
也
、
若
文
王
在
豊
葬
於
畢
、
子
孫

皆
就
而
葬
之
、
即
以
文
王
居
中
、
文
王
弟
当
穆
居
右
、
則
武
王
為
昭
居
左
、

成
王
為
穆
居
右
、
康
王
為
昭
居
左
、
已
下
皆
然
」「
弟
及
倶
為
君
、
則
以
兄

弟
為
昭
穆
、
以
其
弟
已
為
臣
、
臣
子
一
例
、
則
如
父
子
、
故
別
昭
穆
也
、
必

知
義
然
者
」。

　

こ
こ
で
徐
乾
学
は
『
周
礼
』
春
官
の
経
文
「
冢
人
掌
公
墓
之
地
、
辨
其
兆
域
而
為

之
図
、
先
王
之
葬
居
中
以
昭
穆
為
左
右
」
に
お
け
る
唐
・
賈
公
彦
の
「
周
礼
疏
」
に

着
目
し
、
魯
大
廟
の
〝
逆
祀
〟
を
め
ぐ
る
、
父
子
関
係
に
喩
え
て
君
臣
関
係
の
大
義

を
説
く
左
伝
の
解
釈
を
排
し
、〝
兄
弟
異
昭
穆
論
〟の
正
当
性
を
示
し
た
も
の
と
説
く
。

劉
歆
に
見
出
さ
れ
鄭
玄
の
注
が
加
え
ら
れ
た
『
周
礼
』
に
つ
い
て
は
、
周
公
旦
の
定

め
た
国
家
組
織
を
伝
え
る
経
典
と
す
る
古
文
学
派
に
対
し
て
、
後
漢
の
何
休
の
よ
う

に
認
め
な
い
学
者
が
お
り
、
王
安
石
が
新
法
と
絡
め
た
反
動
も
あ
り
宋
代
に
は
偽
作

説
も
出
た
が
、
清
代
盛
期
で
も
賈
公
彦
ほ
ど
の
解
釈
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う

）
28
（

。
公

羊
伝
は
君
臣
関
係
な
ど
を
め
ぐ
り
孔
子
が
『
春
秋
』
に
込
め
た
と
い
う
微
言
大
義
を

明
ら
か
に
す
る
姿
勢
が
強
く
、
そ
れ
か
ら
穀
梁
伝
が
派
生
し
た
と
い
う
。
何
休
は
公

羊
伝
に
、
唐
の
楊
士
勛
（
あ
ざ
な
子
雲
）
は
穀
梁
伝
に
つ
い
て
疏
を
著
し
た
。
徐
乾

学
は
両
者
の
説
を
不
十
分
と
評
す
る
の
で
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
今
文
学
派
も
排

し
て
『
春
秋
』
と
三
伝
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

）
29
（

。
琉
球
側
に
経
書
の

来
歴
を
め
ぐ
る
古
文
・
今
文
の
問
題
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
知
る
由
は
な
い

け
れ
ど
も
、
康
煕
帝
・
乾
隆
帝
の
欽
定
解
釈
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟

を
採
る
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
徐
乾
学
の
言
説
を
吟
味
す
る
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
徐
乾
学
の
『
読
礼
通
考
』
一
二
〇
巻
は
『
五
礼
通
考
』
と
あ
わ

せ
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
向
き
合
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
次
に
徐
乾
学
に
先
行
す
る
言
説
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

⑥ 

高
閌
曰
く
。
父
子
相
い
継
ぐ
は
礼
の
常
な
り
。
之
を
兄
弟
に
伝
う
る
に
至
れ
ば
、

則
ち
亦
た
已
む
を
得
ざ
る
の
み
。
既
に
授
く
る
に
国
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
伝

う
所
の
者
は
子
に
非
ざ
る
と
雖
も
亦
た
猶な

お

子
の
道
が
ご
と
き
な
り
。
之
を
伝
え

し
者
は
其
の
父
に
非
ざ
る
と
雖
も
亦
た
猶な

お

父
の
道
が
ご
と
き
な
り
。
漢
の
惠
・

文
も
亦
た
兄
弟
相
い
継
ぐ
、
而
う
し
て
当
時
の
議
者
皆
な
文
帝
を
上
に
推
し
て

高
祖
を
継
が
し
む
、
而
れ
ど
も
惠
帝
親
ら
高
祖
の
天
下
を
受
け
し
者
な
れ
ば
、

反
て
昭
穆
の
正
し
き
に
与
る
を
得
ず
。
光
武
に
至
り
て
は
当
に
平
帝
を
継
ぐ
べ

し
、
又
た
自
ら
世
次
を
以
て
当
に
元
帝
の
後
為
る
べ
き
も
、
皆
な
経
に
背
き
礼

に
違
い
、
而
う
し
て
伝
う
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
凡
そ
人
君
の
兄
弟
を
以
て
後

と
為
す
者
は
必
ず
子
有
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
引
き
て
而
ち
嗣
と
為
す
。
臣
子
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一
体
な
り
。
而
る
に
嗣
ぐ
べ
き
者
、
反
て
兄
弟
の
故
を
以
て
受
く
所
の
国
を
継

が
ず
、
而
ち
先
君
を
継
が
ば
、
則
ち
是
受
く
所
の
国
は
竟つ

い

に
之
を
ば
嗣
ぐ
も
の

莫
し
。
生
け
れ
ば
則
ち
臣
は
子
を
以
て
之
に
事
え
、
死
す
れ
ば
則
ち
兄
弟
を
以

て
之
を
治
む
る
は
、
生
を
忘
れ
死
に
倍そ

む

く
。
況
ん
や
已
に
実
に
受
く
る
の
後
君
、

今
や
乃
ち
自
ら
先
君
を
継
げ
ば
、
唯た

だ

後
君
に
己

お
の
れ

に
命
ず
る
の
意
を
棄
つ
の
み
な

ら
ず
、又
た
先
君
伝
授
の
命
を
廃
し
、
人
民
土
地
は
則
ち
之
に
帰
し
、
已
に
し
て

父
子
の
礼
、
則
ち
恥
じ
て
此
を
為
さ
ざ
る
は
、
み
な
不
可
な
る
者
な
り
。
豈
に

以
て
国
を
受
く
る
意
を
重
ん
ず
る
所
な
る
か
。（『
読
礼
通
考
』
巻
一
九
、国
恤
二
）

　

高こ
う

閌こ
う

（
息
斎
あ
ざ
な
抑
崇
、
一
〇
九
七
～
一
一
五
三
年
）
は
、
南
宋
の
礼
部
侍
郎

で
『
春
秋
集
注
』
を
著
し
た
。
原
書
一
四
巻
は
散
逸
し
、『
四
庫
全
書
』
春
秋
類
二

に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
高
氏
春
秋
集
註
』
四
〇
巻
は
『
四
庫
全
書
』
編
纂
事
業
の
一

環
と
し
て
『
永
楽
大
典
』
か
ら
輯
録
し
て
復
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

）
30
（

。
明
史
館
を
総

裁
し
て
い
た
徐
乾
学
も
『
永
楽
大
典
』
を
参
照
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
閌
も
ま

た
〝
兄
弟
異
昭
穆
論
〟
を
強
く
主
張
し
て
い
る

）
31
（

。
先
君
と
は
、
魯
の
文
公
か
ら
す
る

と
、
閔
公
で
あ
り
、
後
君
は
僖
公
で
あ
る
。
前
漢
の
文
帝
か
ら
す
る
と
、
先
君
は
高

祖
劉
邦
、
後
君
は
兄
惠
帝
で
あ
る
。
光
武
帝
の
場
合
、
前
漢
最
後
の
平
帝
を
直
に
継

ぐ
べ
き
で
あ
る
の
に
、
高
祖
の
曾
孫
長
沙
定
王
劉
発
か
ら
の
世
数
を
も
っ
て
元
帝
の

後
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
故
事
を
批
判
し
、
先
君
（
父
・
叔
伯
父
）
か
ら

後
君
（
兄
弟
・
従
兄
弟
あ
る
い
は
族
兄
弟
）
を
経
て
君
主
の
位
に
就
い
て
い
る
こ
と

を
擬
制
的
に
祖
父
か
ら
父
を
経
た
子
で
あ
る
と
見
な
す
の
は
、
即
位
の
序
列
を
最
も

重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
臣
子
一
体
」
は
徐
乾
学
が
『
周

礼
』
か
ら
援
用
す
る
「
臣
子
一
例
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
久
米
村
再

学
の
所
見
も
こ
の
見
識
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
。

　

高
閌
の
言
説
は
経
書
上
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
具
体
的
な
の
で
徐

乾
学
の
説
を
補
強
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
兄
弟
で
継
承
し
た
場
合
で
も

父
か
ら
直
に
継
い
だ
常
態
と
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
の
昭
穆
原
理
は
、

宋
朝
当
今
の
廟
制
に
対
す
る
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
年
）
の
上
奏
で
も
大
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
と
、
尚
灝
王
の
家
系
か
ら
す
る
と
、
尚
温
王
・
尚
成
王

の
祭
祀
を
早
め
に
切
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
尚
灝
王
の
父
祖
の
祭
祀
も
で

き
な
く
な
る
し
、
何
よ
り
聞
得
大
君
の
要
求
を
全
て
退
け
る
こ
と
に
な
り
現
実
的
で

は
な
い
が
、
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

⑦
朱
子
文
集

熹
謹
ん
で
礼
家
先
儒
の
説
を
按
ず
る
に
、
兄
弟
国
を
伝
う
る
者
は
、
其
の
嘗
て

君
臣
為た

る
を
以
て
、
便
ち
父
子
と
同
じ
く
し
、
各
一
世
と
為
す
、
而
う
し
て
天

子
七
廟
、
宗
た
る
者
は
数す

う

中
に
在
ら
ず
、
此こ

れ

礼
の
正
法
為
り
。
今
日
見
行
の
廟

制
の
若
き
は
、
則
ち
兄
弟
相
い
継
ぐ
者
は
共
に
一
世
と
為な

し
、
而
う
し
て
太
廟

増
し
て
九
世
と
為な

り
、
宗
た
る
者
も
又
た
数
中
に
在
り
、
皆
な
礼
の
末
失
な

り
。
故
に
熹
が
状
中
の
擬
す
る
所
の
太
廟
の
世
数
、
先
儒
の
説
に
一
準
し
、
固

よ
り
未
だ
必
ず
し
も
用
う
可
か
ら
ざ
る
を
知
ら
せ
ん
と
す
。
議
者
の
若
く
乃
ち

今
制
を
用
う
れ
ば
、
而
ち
反
て
曾
て
詳
考
せ
ざ
り
き
、
僖
祖
よ
り
以
て
孝
宗
に

至
る
に
十
世
に
及
ぶ
に
方あ

た

る
を
。
太
祖
・
太
宗
は
第
三
世
為
れ
ば
、
尚
お
四
昭

四
穆
の
中
に
在
り
、
今
日
の
祧
遷
、
只た

だ

合
に
孝
宗
初
年
に
翼
祖
を
遷
す
の
例
に

依
る
べ
し
、
且
つ
宣
祖
を
遷
し
、
然
る
後
に
得
る
を
為
す
も
、
乃
ち
此
を
察
さ

ず
、
而
ち
一
旦
故
無
く
僖
・
宣
二
祖
を
并
遷
し
、
又
た
強
い
て
太
祖
・
太
宗
を

析さ

き
各

お
の
お
の

一
世
と
為
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
既
に
哲
徽
・
欽
高
の
例
と
同
じ
か
ら
ず
、

又
た
太
廟
の
祀
る
所
を
し
て
其
れ
実
に
僅
か
に
八
世
に
及
ば
し
め
、
進
み
て
今

の
九
に
及
ば
ず
、
退
き
て
古
の
七
を
成
さ
ず
、
尤
も
乖
繆
を
為
し
、
拠
依
す
る

所
無
し
。
政ま

さ

に
熹
を
し
て
迂
闊
を
説
か
し
む
る
も
、
更
改
す
る
所
多
く
、
施
行

す
可
か
ら
ず
。
其
れ
議
者
が
二
祖
を
并
遷
し
一
を
析さ

き
二
と
為
す
の
失
、
亦
た

合ま
さ

に
速
や
か
に
改
正
を
行
う
べ
し
、
且
つ
宣
祖
を
遷
し
、
而
う
し
て
太
祖
・
太
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宗
を
合
せ
て
復
た
一
世
と
為
せ
ば
、
以
て
九
世
の
数
に
足
ら
ん
。
伏
し
て
乞
う

ら
く
は
詳
察
せ
ん
こ
と
を
。（
朱
熹
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧

廟
議
状
・
小
貼
子
」）

　

こ
の
時
点
で
の
宋
朝
の
系
譜
を
整
理
す
る
と
、
太
祖
・
太
宗
の
高
祖
父
僖
祖
か
ら

先
帝
孝
宗
ま
で
の
実
際
の
世
数
は
一
二
世
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朱
熹
に
よ
る
と
、
九

廟
と
し
て
太
祖
・
太
宗
を
第
三
世
、
哲
宗
・
徽
宗
を
第
八
世
、
欽
宗
・
高
宗
を
第
九

世
と
し
、
太
祖
・
太
宗
の
曾
祖
父
（
順
祖
）
と
祖
父
（
翼
祖
）
を
祧
廟
（
夾
室
）
で

祀
る
と
い
う
「
旧
制
」、
同
じ
く
〝
兄
弟
同
昭
穆
説
〟
に
依
拠
し
つ
つ
、
太
祖
・
太

宗
の
父
（
宣
祖
）
を
含
む
四
親
祖
す
べ
て
を
夾
室
に
移
す
と
い
う
「
今
議
」
が
あ

り
）
32
（

、
後
者
に
は
〝
受
命
の
祖
〟
で
あ
る
太
祖
を
「
百
世
不
祧
の
祖
」
と
す
る
北
宋
以

来
の
意
図
が
背
景
に
あ
る

）
33
（

。
朱
熹
は
孝
宗
入
廟
に
よ
り
「
旧
制
」
で
は
太
祖
・
太
宗

の
父
を
移
さ
な
い
限
り
一
〇
世
（
一
〇
廟
）
と
な
り
、「
今
議
」
で
は
八
世
（
八
廟
）

と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
上
奏
文
で
七
廟
を
正
統
と
す
る
朱
熹
は
、
同
堂
異

室
の
制
を
当
今
の
方
便
と
し
て
認
め
つ
つ
、
僖
祖
を
〝
始
祖
〟
と
し
て
太
祖
・
太
宗
・

仁
宗
・
高
宗
は
各
自
の
〝
世
室
〟
で
永
世
祀
る
対
象
と
し
、
孝
宗
四
代
前
の
神
宗
ま

で
を
廟
室
で
祀
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
神
宗
は
高
宗
の
嗣
子
孝
宗
に
と
っ
て
祖

父
に
あ
た
る
の
で
、
世
数
を
も
っ
て
昭
穆
を
分
け
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
要
す

る
に
、
朱
熹
が
立
脚
し
て
い
る
の
は
〝
兄
弟
異
昭
穆
論
〟
で
あ
る
。
こ
れ
が
朱
熹
一

人
の
発
想
で
は
な
い
こ
と
は
他
の
学
者
を
挙
げ
て
朱
熹
自
身
が
述
べ
て
い
る
が

）
34
（

、「
御

廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」
で
は
、
こ
れ
と
の
関
係
性
か
ら
任
啓
運
の
言
説
が
引
用

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
朱
熹
の
提
案
は
朝
廷
に
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で

）
35
（

、
前
例
と
し
て
の
権
威
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
を
総
括
す
る
と
、
こ
の
僉
議
で
は
万
斯
大
・
蔡
徳
晋
そ
し
て
秦
蕙
田
の
所
見
に

よ
り
徐
乾
学
の
説
を
止
揚
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
明
確
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
方
向
性
で
同
時
代
の
中
国
人
学
識
者
か
ら
意
見
を
徴
す
る
こ
と
が
、
当
山
里
之

子
親
雲
上
に
与
え
ら
れ
た
課
題
と
な
っ
た
。

⑧
五
礼
通
考

礼
志
に
、
洪
武
三
年
冬
、
太
廟
の
時
享
、
未
だ
以
て
孝
思
を
展の

ば
す
に
足
ら
ざ

る
を
以
て
、
奉
先
殿
を
宮
門
内
の
東
に
於
て
復
建
す
、
太
廟
を
以
て
外
朝
に
象

か
た
ど

り
、
奉
先
殿
を
以
て
内
朝
に
象
る
、
と
。（『
五
礼
通
考
』
巻
八
四
、『
明
史
』

巻
五
二
礼
志
六
・
奉
先
殿
）

　

さ
て
、「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」
に
お
け
る
最
後
の
漢
籍
抜
粋
は
『
五
礼

通
考
』
で
あ
る
。
撰
者
の
秦
蕙
田
は
宋
代
の
「
神
御
殿
」
の
類
を
〝
原
廟
〟
の
復
活

と
し
て
批
判
的
に
見
て
い
た
が

）
36
（

、
紫
禁
城
内
に
あ
る
清
朝
の
奉
先
殿
を
否
定
で
き
る

わ
け
が
な
い

）
37
（

。
こ
こ
で
『
大
明
会
典
』
や
『
明
史
』
で
は
な
く
『
五
礼
通
考
』
を
引

用
し
て
、
明
太
祖
の
意
思
に
よ
っ
て
南
京
の
宮
城
内
に
奉
先
殿
が
建
立
さ
れ
た
事
実

を
示
す
真
意
を
考
え
て
み
る
と
、
寝
廟
が
〝
原
廟
〟
で
は
な
く
、
規
模
は
違
え
ど
も

奉
先
殿
に
準
じ
て
い
る
こ
と
の
強
調
に
行
き
着
く
。
本
来
〝
寝
廟
〟
と
は
神
主
を
奉

安
す
る
廟
と
遺
品
を
安
置
す
る
寝
が
同
じ
屋
内
に
あ
っ
た
状
態
を
指
す
語
で
あ
る

が
、
明
清
時
代
に
な
る
と
太
廟
と
奉
先
殿
が
宮
城
の
内
外
に
分
か
れ
て
建
立
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
に
立
脚
す
れ
ば
、
王
朝
に
と
っ

て
ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠
と
い
う
認
識
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。「
廟
制
求
教
」
で

も
、「
神
主
」
の
呼
称
は
太
廟
の
み
に
限
定
さ
れ
、そ
の
他
の
祭
祀
施
設
で
は
「
神
位
」

と
し
て
区
別
す
れ
ば
問
題
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で

）
38
（

、
首
里
城
内
の
寝
廟
に
関

す
る
懸
念
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
尚
育
王
在
世
の
時
か
ら
尚
泰
王
元
服
ま
で
の
間
、
首
里
王
府
に
よ
る

廟
制
を
め
ぐ
る
原
理
確
定
に
つ
い
て
、
東
国
興
の
構
想
が
浸
透
し
て
い
く
過
程
と
し
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て
、
昭
穆
原
理
に
加
え
て
原
廟
を
め
ぐ
る
懸
念
な
ど
僉
議
参
加
者
が
依
拠
す
る
漢
籍

か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
〝
下
の
坐
〟
の
表
一
五
人
の
成
員
は
僉
議

に
招
集
さ
れ
て
い
な
い
が
、
方
向
性
は
お
お
む
ね
固
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
君
主

と
臣
庶
と
で
は
昭
穆
の
基
準
が
異
な
る
と
い
う
朱
子
の
主
張
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と

な
ど
か
ら
察
す
る
に
、
久
米
村
方
の
学
識
者
に
と
っ
て
、
自
己
の
見
識
を
誇
示
す
る

こ
と
で
存
在
感
を
高
め
る
よ
う
な
争
論
は
意
識
し
て
お
ら
ず
、
最
低
限
の
答
申
で
対

応
し
て
い
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
王
府
は
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟
を
基
に
し
て
太
廟
と
寝
廟
に
お
け
る
原

理
原
則
の
斉
一
化
を
達
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
琉
球
側
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠

し
た
『
五
礼
通
考
』
に
論
難
を
加
え
る
学
者
が
後
に
も
い
た
よ
う
に

）
39
（

、
〝
兄
弟
異
昭

穆
論
〟
を
無
視
し
て
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺

御
廟
之
図
」
で
は
両
論
が
併
記
さ
れ
て
い
た
し
、「
廟
制
求
教
」
で
も
清
朝
官
人
に

当
否
を
問
う
て
い
た
。
と
は
い
え
、
琉
球
側
に
と
っ
て
〝
兄
弟
異
昭
穆
論
〟
を
導
入

す
る
利
点
や
必
要
性
は
も
と
よ
り
皆
無
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
中
国
歴

代
の
宗
廟
祭
祀
で
採
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
〝
兄
弟
同
昭
穆
論
〟

が
聞
得
大
君
の
第
一
の
要
望
を
満
た
し
つ
つ
、
今
後
の
王
位
継
承
に
お
け
る
異
例
な

事
態
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
宗
廟
祭
祀
の
原
理
原
則
を
確
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
選
択
の
過
程
が
当
事
者
以
外
の
者
に
も
分
か
る
よ
う
記
録
を
作

成
し
た
こ
と
は
、決
し
て
場
当
た
り
の
対
応
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

異
国
船
が
来
航
し
西
洋
人
が
上
陸
・
滞
在
し
て
王
府
に
様
々
な
要
求
を
突
き
つ
け
強

引
に
行
動
す
る
苦
境
下

）
40
（

、廟
議
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

別
稿
に
て
述
べ
た

）
41
（

。

　

王
朝
末
期
の
琉
球
人
が
相
当
大
部
な
『
文
献
通
考
』『
五
礼
通
考
』
の
価
値
を
理

解
し
た
上
で
閲
覧
し
活
用
し
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
別
件
で
は
後
者
の
引
用

箇
所
の
巻
数
も
明
記
し
て
い
る

）
42
（

。
訂
正
の
痕
跡
は
少
な
く
と
も
当
該
部
分
の
確
か
な

写
し
が
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乾
隆
年
間
編
纂

の
『
欽
定
大
清
会
典
』
一
〇
〇
巻
二
四
冊
（
沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
）、

国
宝
指
定
外
の
尚
家
関
係
資
料
『
資
治
通
鑑
綱
目
』（
二
階
御
殿
本
）
残
闕
本
を
例

外
と
し
て
、
実
際
に
参
照
さ
れ
た
本
か
ど
う
か
別
と
し
て
も
廟
議
で
参
照
さ
れ
た
古

籍
は
沖
縄
県
内
に
ほ
と
ん
ど
遺
っ
て
い
な
い
。
尚
家
文
書
は
東
京
の
尚
侯
爵
邸
に
移

さ
れ
て
戦
災
を
免
れ
た
が
、
明
治
以
降
に
散
逸
し
て
県
外
に
公
蔵
さ
れ
て
い
る
琉
球

関
係
の
文
献
資
料
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
『
文
献
通
考
』
と

『
五
礼
通
考
』
が
琉
球
に
将
来
さ
れ
た
の
か
、
そ
う
だ
と
し
て
誰
が
所
持
し
て
い
た

の
か
、
そ
の
後
の
消
息
に
つ
い
て
も
是
非
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宗
廟
制
度

を
め
ぐ
る
研
究
の
本
旨
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
、
そ
の
所
在
確
認
の
重
要
性
に
つ
い
て

記
す
に
止
め
吉
報
を
待
ち
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
十
三
経
注
疏
』
は
、
清
・
阮
元
に
よ
る
経
典
釈
文
と
校
勘
記
を
加
え
た
、
嘉
慶
二
一
年

南
昌
府
学
重
刊
宋
本
の
影
印
本
（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
）
を
利
用
し
た
。

（
１
）　

尚
寧
王
（
位
一
五
八
九
～
一
六
二
〇
年
）
は
先
王
尚
永
の
〝
昭
穆
相
当
〟
と
し
て
王

統
を
継
承
し
た
。
尚
真
王
の
廃
嫡
さ
れ
た
長
男
浦
添
王
子
尚
維
衡
の
曾
孫
に
当
た
る
。
そ
の

家
統
は
後
に
尚
穆
王
四
男
尚
容
（
宜
野
湾
王
子
朝
祥
）
が
継
承
し
、
さ
ら
に
尚
穆
王
（
位

一
七
五
二
～
一
七
九
四
年
）
の
世
子
尚
哲
の
末
子
尚
灝
（
具
志
頭
王
子
朝
相
）
が
尚
容
の
嗣

子
と
な
っ
て
い
た
。
一
八
〇
三
年
の
時
点
、
浦
添
按
司
家
は
尚
穆
王
の
次
男
尚
図
が
元
祖
と

な
っ
て
お
り
二
世
（
朝
英
）
の
代
で
あ
っ
た
。
喜
舎
場
朝
賢
『
東
汀
随
筆
』
第
一
回
第
一
三

「
喜
屋
武
法
司
ガ
松
川
親
方
ガ
為
メ
ニ
説
破
セ
ラ
ル
事
」
に
よ
る
と
、
王
府
内
に
は
尚
成
王

の
跡
目
候
補
か
ら
尚
灝
を
外
し
朝
英
を
推
す
者
が
い
た
が
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
尚
灝
と
朝

英
は
従
兄
弟
で
昭
穆
は
同
じ
で
あ
る
が
、
尚
成
王
に
と
っ
て
は
尚
灝
が
近
親
で
あ
る
。
そ
の

後
、
三
世
尚
元
魯
（
朝
熹
）
が
尚
育
王
の
摂
政
浦
添
王
子
と
な
っ
て
お
り
、
琉
球
大
学
附
属

図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
『
中
山
王
府
相
卿
伝
職
年
譜
』
に
よ
る
と
、在
職
一
八
年
（
一
八
三
五

～
一
八
五
二
年
）。
尚
維
衡
の
家
統
が
擬
制
的
に
維
持
さ
れ
、
第
二
尚
氏
王
統
永
続
の
観
点

か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
校
本
『
東
汀
随
筆
』（
至
言
社
、
一
九
八
〇
年
）
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三
九
頁
を
参
照
。

（
２
）　

そ
の
内
容
は
、拙
稿
「
尚
家
文
書
『
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
』
の
研
究
（
上
）

（
下
）」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
九
七
・
九
八
集
、
二
〇
二
〇
年
九
月
・
二
〇
二
一

年
三
月
）、「
近
世
琉
球
末
期
の
廟
議
を
め
ぐ
る
清
朝
官
僚
と
の
問
答
―
『
廟
制
求
教
』
の
論

理
と
そ
の
受
容
―
」（
同
上
第
一
〇
〇
集
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
３
）　

そ
の
指
示
に
つ
い
て
は
、「
御
廟
制
一
件
於
唐
習
請
来
候
様
北
京
大
通
事
当
山
里
之
子

親
雲
上
江
仰
渡
候
之
写
」（
尚
家
文
書
第
二
二
号
）
を
参
照
。

（
４
）　

二
度
行
わ
れ
た
公
式
の
廟
議
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
―
寝
廟

と
太
廟
の
神
主
配
置
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）、「
尚
泰
王
の
元

服
と
太
廟
・
寝
廟
を
め
ぐ
る
原
理
の
確
定
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
〇
一
集
、

二
〇
二
二
年
九
月
）
を
参
照
。

（
５
）　

『
球
陽
』巻
一
五
・
尚
穆
王
二
年「
創
建
寝
廟
」を
参
照
。建
立
の
意
図
や
経
緯
な
ど
不
詳
。

道
光
一
二
年
（
一
八
三
二
）
の
「
尚
円
様
御
神
位
御
安
置
日
記
」（
尚
家
文
書
第
一
三
号
）

に
よ
る
と
、
当
初
、
尚
円
王
は
祀
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
６
）　

『
文
献
通
考
』
三
四
八
巻
は
、
南
宋
末
に
仕
官
し
た
が
元
朝
下
で
は
郷
里
の
書
院
で
学

問
に
没
頭
し
た
馬
端
臨
（
あ
ざ
な
貴
与
）
の
撰
。
元
・
延
祐
六
年
（
一
三
一
九
）
初
版
。「
田

賦
考
」
二
巻
か
ら
「
四
裔
考
」
二
五
巻
に
至
る
二
四
門
を
集
成
し
て
成
立
し
た
（「
宗
廟
考
」

は
全
一
五
巻
）。
そ
の
序
に
よ
る
と
、「
古
の
経
史
」
を
「
文
」
と
し
「
宋
以
来
の
諸
臣
の
奏
疏
」

「
諸
儒
の
議
論
」
を
「
献
」
と
し
、
上
古
よ
り
南
宋
ま
で
の
諸
制
度
を
記
す
。
宋
代
の
宗
廟

制
度
に
関
し
て
は
、『
宋
史
』
礼
志
よ
り
詳
細
で
あ
る
が
、
北
魏
と
唐
の
七
廟
に
つ
い
て
正

史
を
十
分
参
照
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
不
備
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』

巻
八
一
）。

（
７
）　

『
五
礼
通
考
』
二
六
二
巻
は
、
乾
隆
元
年
（
一
七
三
六
）
の
進
士
で
刑
部
尚
書
致
仕
の

秦
蕙
田
（
謚

お
く
り
な

文
恭
）
の
撰
。
五
礼
と
は
、
吉
礼
・
嘉
礼
・
賓
礼
・
軍
礼
・
凶
礼
。
七
五
類
に

及
ぶ
考
証
に
お
い
て
は
典
拠
を
逐
次
明
示
し
て
お
り
、
北
宋
・
陳
祥
道
『
礼
書
』
一
二
〇
巻

よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
（『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
二
二
、
経
部
二
二
礼
類
四
）。
日
本

国
内
で
は
光
緒
六
年
（
一
八
八
〇
）
の
江
蘇
書
局
武
英
殿
聚
珍
版
重
刊
本
が
最
も
多
く
、
古

い
も
の
は
乾
隆
一
八
年
序
刊
本
で
あ
り
、
こ
れ
と
康
煕
三
五
年
初
版
の
徐
乾
学
（
撰
）『
読

礼
通
考
』
一
二
〇
巻
と
合
綴
し
た
乾
隆
二
六
年
修
「
味
經
窩
本
」
が
各
地
に
公
蔵
さ
れ
て
お

り
、
一
部
一
〇
〇
冊
以
上
に
及
ぶ
。

（ 

８
）　

高
津
孝
（
編
）『
玉
里
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』（
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
、

一
九
九
四
年
）、
二
五
頁
。

（
９
）　

南
宋
・
陳
振
孫
『
直
齊
書
録
解
題
』
巻
二
・
礼
類
。

（
10
）　

『
宋
元
学
案
』
巻
九
八
、
荊
公
新
学
略
、
進
士
馬
先
生
晞
孟
・
侍
郎
方
先
生
愨
。

（
11
）　

熙
祖
は
明
太
祖
の
祖
父
。
武
宗
の
入
廟
後
に
父
仁
祖
の
神
主
も
太
廟
か
ら
祧
廟
に
移

さ
れ
た
。
注
（
４
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
二
年
）、
一
一
・
一
二
（
二
二
九
）
頁
参
照
。

（
12
）　

銭
梅
仙
に
つ
い
て
は
不
詳
。

（ 

13
）　

順
治
帝
か
ら
光
緒
帝
に
至
る
太
廟
で
の
親
詣
行
礼
の
時
期
と
回
数
に
つ
い
て
は
、『
清

朝
文
献
通
考
』
巻
一
一
二
～
一
一
四
と
『
皇
朝
続
文
献
通
考
』
巻
一
六
二
（『
十
通
』
所
収
）

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　

『
清
史
稿
』
巻
四
八
一
に
立
伝
。

（
15
）　

「
蕙
田
案
此
与
万
氏
義
同
」（『
五
礼
通
考
』
巻
五
九
）。

（
16
）　

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、
図
１
―
６
～
図
１
―
11
を
参
照
。

（
17
）　

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、
八（
三
〇
五
）～
一
一（
三
〇
二
）頁
を
参
照
。

（
18
）　

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、一
六（
二
九
七
）～
一
七（
二
九
六
）頁
を
参
照
。

（
19
）　

是
故
有
事
於
大
廟
、
則
群
昭
群
穆
咸
在
而
不
失
其
倫
、
此
之
謂
親
疏
之
殺
也
。（
十
三

経
注
疏
『
礼
記
正
義
』
巻
四
九
・
祭
統
）

（
20
）　

【
三
―
七
】に
は
琉
球
の
状
況
に
即
し
た
下
書
き
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

注
（
４
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）、
一
八
五
頁
参
照
。

（
21
）　

康
煕
六
〇
年
御
製
序
刊
本
『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
三
八
巻
首
二
巻
二
四
冊
が
玉
里

文
庫
「
人
之
分
」
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。
注
（
８
）
前
掲
書
五
頁
を
参
照
。

（
22
）　

文
王
の
代
、
文
王
五
世
祖
の
高
圉
か
ら
前
の
先
祖
は
后
稷
の
廟
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
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前村　佳幸：尚家文書「御廟制諸書抜書并吟味書」の典拠について

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
一
年
）
一
七
（
一
一
二
）
頁
に
掲
載
し
た
朱
熹
の
「
周
七
廟

図
」
を
参
照
。

（
23
）　

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
一
年
）
一
六
（
一
一
一
）
頁
に
示
し
た
「
西
周
世
系
図
」

で
は
、
后
稷
八
世
孫
の
公
非
が
脱
落
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
不
窋
か
ら
数
え
て
文
王
は
昭
に

な
っ
て
し
ま
い
、『
周
礼
』
賈
公
彦
疏
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
整
合
し
な
い
。
重
大
な
錯
誤

で
あ
り
、
こ
の
場
に
て
訂
正
し
た
い
。

（
24
）　

『
明
史
』
巻
二
八
二
、『
明
史
稿
』
巻
二
六
三
（
万
斯
同
に
よ
る
）
に
立
伝
。

（
25
）　

汪
克
寛
は
、【
三
―
七
】
で
も
抜
粋
さ
れ
て
い
る
南
宋
・
高
閌
の
所
説
を
踏
ま
え
「
説

礼
者
反
引
春
秋
以
為
証
、
而
聖
王
経
世
之
制
不
可
復
見
矣
」
と
指
摘
す
る
。『
春
秋
胡
伝
附

録
纂
疏
』
巻
一
四
を
参
照
。

（
26
）　

内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
２
（
初
出
一
九
四
九
年
、
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
、

一
九
九
二
年
）、
七
七
～
八
八
頁
。

（
27
）　

拙
稿
「
北
宋
の
廟
議
―
宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』

第
九
四
集
、
二
〇
一
九
年
二
月
）、
五
一
～
五
四
頁
を
参
照
。

（
28
）　

吉
川
幸
次
郎「
周
礼
に
つ
い
て
」（
初
出
一
九
七
六
年
、『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』第
二
五
巻
、

筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）。

（
29
）　

『
春
秋
』
と
三
伝
・
胡
伝
の
来
歴
と
性
格
に
つ
い
て
は
、土
田
健
次
郎
『
儒
教
入
門
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）、
一
一
七
～
一
一
九
頁
が
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。

（
30
）　

『
宋
史
』
巻
四
三
三
・
儒
林
伝
、『
宋
元
学
案
』
巻
二
五
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻

二
七
を
参
照
。

（
31
）　

高
閌
は
【
二
―
七
】
の
『
日
知
録
』
で
も
援
用
し
て
い
る
兄
弟
六
名
で
継
承
す
る
と

父
祖
を
祀
れ
な
く
な
る
と
い
う
東
晋
・
徐
邈
の
言
説
を
妄
言
と
し
て
い
る（『
高
氏
春
秋
集
註
』

巻
一
七
、
文
公
一
）。

（
32
）　

『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
五
「
祧
廟
議
状
・
面
奏
祧
廟
箚
子
并
図
」。

（
33
）　

『
文
献
通
考
』
巻
九
四
・
宗
廟
考
四
、
治
平
四
年
・
熙
寧
五
年
の
記
事
。

（
34
）　

『
文
献
通
考
』
巻
九
一
・
宗
廟
考
一
所
引
の
「
禘
祫
祭
議
」（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

巻
六
九
、
雑
著
）。

（
35
）　

『
文
献
通
考
』
巻
九
四
・
宗
廟
考
四
、
紹
熙
五
年
の
記
事
。

（
36
）　

「
若
廟
制
只
就
一
方
営
搆
、
雖
不
免
労
民
動
衆
、
而
所
貴
尚
非
不
訾
、
後
世
如
景
霊
・

玉
津
宮
之
類
、
不
惜
金
銭
千
百
万
、
只
一
宮
之
費
以
建
七
廟
而
有
余
矣
」（『
五
礼
通
考
』
巻

七
八
）。【
七
―
七
】
③
（『
五
礼
通
考
』
巻
八
一
）
も
同
じ
趣
旨
。

（
37
）　

円
明
園
や
熱
河
の
離
宮
に
も
祖
先
祭
祀
施
設
が
あ
っ
た
。
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
八
世
孫
の

道
光
帝
は
自
分
を
太
廟
祭
祀
か
ら
外
す
よ
う
遺
言
し
、
子
の
咸
豊
帝
が
容
れ
な
い
よ
う
礼
部

侍
郎
曾
国
藩
が
上
奏
し
て
い
る
。
こ
れ
は
道
光
帝
（
廟
号
宣
宗
）
が
「
親
盡
則
祧
」
の
原
理

よ
り
も
祖
宗
の
「
功
徳
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
張
小
李
『
清
代

皇
帝
宗
廟
制
度
研
究
』（
故
宮
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）、
三
四
・
三
五
頁
を
参
照
。

（
38
）　

注
（
２
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
二
年
）、
二
四
（
二
三
九
）
頁
を
参
照
。

（
39
）　

清
・
黄
以
周
『
礼
書
通
故
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）、
七
二
七
～
七
四
二
頁
。

（
40
）　

西
洋
人
の
首
里
城
訪
問
に
際
し
て
見
せ
た
尚
泰
王
の
祖
母
佐
敷
按
司
加
那
志
の
逸
話

に
つ
い
て
、
注
（
４
）
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
〇
年
）
一
八
八
頁
で
は
、
ペ
リ
ー
提
督
一
行
と

し
た
が
、
正
し
く
は
一
八
五
二
年
（
咸
豊
二
年
）
二
月
上
陸
の
英
軍
艦
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
号
艦

長
シ
ャ
ド
ゥ
エ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、佐
敷
按
司
加
那
志
が
不
安
の
ま
ま
過
ご
し
、ペ
リ
ー

艦
隊
の
出
航
後
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
米
使
節
団
員
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ウ
ェ
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
洞
富
雄
一
九
七
〇
年
訳
）『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
随
行
記
』（
講

談
社
、
二
〇
二
二
年
）、
四
一
二
・
四
一
三
頁
を
参
照
。

（
41
）　

「
僉
議
」（
尚
家
文
書
第
四
三
八
号
）
に
も
午
二
月
（
咸
豊
八
年
）
に
お
け
る
表
一
五

人
に
よ
る
最
終
段
階
の
覚
の
写
し
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）　

「
咸
豊
八
年
よ
り
同
治
元
戌
年
迄　

僉
議
」（
尚
家
文
書
第
四
四
七
号
）
の
一
二
（
未
：

咸
豊
九
年
）
を
参
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
はJ

S
P

S
科
研
費
（J

P
20K

00940

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Source of Gobyosei-Shosho-Nukigaki Narabini Ginmi-sho in Sho-ke-monjo

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

　This study examines all the Chinese classics cited in document No. 24 in Sho-ke-monjo (the 

Sho Family Collection). “Gobyosei” means a system of Chinese-style religious services for 

ancestral mausoleums. In the mid-19th century, executives of the Ryukyu government decided on a 

comprehensive issue regarding ancestor worship order to maintain ancestral mausoleums. To this 

end, the Zhao Mu order, which is the basic and comprehensive principle of Chinese ancestral rituals, 

must be thoroughly investigated.

　The Zhao Mu order is a very simple notion, wherein when a father is in the position of Zhao (Shou 

in Japanese), his sons must be in the position of Mu (Boku in Japanese) regardless of age and status. 

This process was repeated independently. As far as the emperor/king is concerned, there are two 

different theories regarding the Zhao Mu order when the throne was succeeded between brothers or 

from an uncle to his nephew. These two theories are called “keitei dou shou-boku ron (xiongdi dong 

zhaomu lun in Chinese)” and “keitei i shou-boku ron (xiongdi yi zhaomu lun in Chinese).” In the 

keitei dou shou-boku ron, the brothers belong to the same position as Zhao Mu, irrespective of the 

succession’s order, because they are the same generation as the founder of the dynasty. In the keitei 

i shou-boku ron, when the throne is succeeded between brothers, the master is not their father, but 

their elder or younger brother. Therefore, the successor takes the position of Zhao, and his young or 

elder brother Mu. However, the two theories are incompatible.

　Chinese classics of rituals in the mausoleums of successive dynasties were explored by the Ryukyu 

government to adopt the former theory. The draft proposed to King Sho Tai’s court was mainly 

based on Wuli-Tongkao compiled by Qin Huitian (1702-1764) and Wenxian-Tongkao compiled by Ma 

Duanlin (first publication in 1319). The views of Xu Qianxue (1631-1694) and the Zhuzi report were 

also quoted to sublate the latter theory. The former theory was suitable for the situation in which 

Sho Kou succeeded King Sho Sei, who was the son of Sho Kou’s elder brother and died prematurely. 

Tou Kokukou (Aniya Satonushi-Peitin), who studied in Beijing as Kansho, led the examination 

of Chinese classics and determined the direction of the Ryukyu government. For example, Tou 

Kokukou indicated the legitimacy of Shinbyo, which was built in the eastern enclosure of the Syuri 

castle and was suspected to be a duplication of Taibyo, based on Chinese classics to satisfy the wish 

of Kikoeogimi, the mother of King Sho Sei. Thus, the Ryukyuan people understood the contents 

of many Chinese classics and accepted a part of Chinese logic. However, their understanding and 

acceptance did not exceed the range of expedient measures close to Ryukyu’s conventions and 

situations. It should be noted that Chinese classics and logic were selectively used to maintain 

Ryukyu’s unique ancestral worship order in the second Sho Dynasty’s mausoleums. The task of Gen 

Kousen (Touyama Satonushi-Peitin), who was the next chief interpreter, was to collect contemporary 

Mandarin opinions on the two theories in Beijing.
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